
唐
代
詔
救
文
中
の
則
天
武
后
の
許
債
に
つ
い
て

/¥ 
豆乙

子

修

唐
は
中
国
史
上
で
も
主
要
な
王
朝
の
一
つ
で
あ
る
が
、
聞
に
則
天
武
后
の
周
王
朝
が
入
り
な
が
ら
、
武
后
の
死
後
は
さ
し
た
る
断
絶
も
な
く

唐
朝
が
引
き
継
が
れ
た
と
い
う
貼
で
特
異
な
王
朝
で
も
あ
る
。
従
っ
て
、
武
后
の
政
治
が
中
宗
復
位
後
の
政
治
に
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
た
か
、
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或
い
は
さ
れ
な
か
っ
た
か
は
唐
代
史
を
考
え
る
上
で
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
章
后
の
中
宗
毒
殺
か
ら
玄
宗
と
太
平
公
主
と
の
反
日
及
び
玄
宗
に

い
わ
ゆ
る
女
耐
を
中
心
に
こ
れ
ま
で
も
種
々
議
論
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
武
后
浸
後
の
唐
代
の
史
料
で

(
1
)
 

武
后
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
黙
を
問
題
に
し
た
の
は
僅
か
に
小
島
浩
之
氏
の
試
み
が
目
を
引
く
に
止
ま
り
、
唐
王
朝
の

詔
救
の
中
で
則
天
武
后
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
本
稿
で
取
り
上
げ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
意
が
捕

わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
筆
者
は
先
年
拙
著
『
中
園
古
代
皇
帝
祭
杷
の
研
究
』
を
上
梓
し
た
が
、
唐
代
の
皇
帝
祭
杷
の
運
用
を
考
察
す
る
上
で
気

(
2
)
 

に
な
っ
た
の
が
こ
の
酷
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
中
宗
が
復
位
し
た
一
珊
龍
元
年
(
七
O
五
)
二
月
の
「
中
宗
即
位
赦
」
(
後
掲
史
料
出
)
で
は
、
退

よ
る
太
平
公
主
一
祇
諒
減
に
至
る
、

位
さ
せ
た
則
天
武
后
の
こ
と
を
決
し
て
否
定
的
に
は
扱
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
則
天
武
后
は
光
宅
元
年
(
六
八
四
)
か
ら
自
分
の
統
治
に
一
歩

を
踏
み
出
す
が
、
そ
の
時
の
「
改
元
光
宅
詔
」
(
後
掲
史
料
川
)
で
は
、
高
租
・
太
宗
・
高
宗
の
業
績
を
長
丈
で
讃
え
て
い
る
。
唐
か
ら
周
、
周
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か
ら
唐
へ
の
交
代
に
お
い
て
は
直
前
の
王
朝
の
皇
帝
の
業
績
は
む
し
ろ
高
く
許
憤
さ
れ
、
前
の
王
朝
と
の
連
績
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
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る
こ
の
よ
う
に
、
唐
朝
の
詔
救
に
お
け
る
諸
皇
帝
の
表
現
に
著
目
す
る
と
、
従
来
の
政
治
史
で
は
絵
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
政
治
の
諸
特
徴
が

見
え
て
く
る
。
そ
こ
で
細
か
い
論
詮
に
な
る
が
、
唐
朝
の
詔
救
丈
中
に
見
え
る
皇
帝
の
扱
い
を
以
下
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。
則
天
武
后
が
中

心
と
な
る
理
由
は
行
論
中
に
明
ら
か
と
な
る
。
本
稿
の
前
中
十
は
「
閥
於
唐
朝
詔
救
中
則
天
武
后
之
許
債
」
と
題
し
て
第
三
届
中
国
史
皐
曾
(
蓋

(
3
)
 

で
護
表
し
た
も
の
を
骨
子
と
す
る
が
、
そ
の
後
に
気
附
い
た
貼
を
書
き
改
め
て
あ
る
。
後
竿
の

北
・
園
立
政
治
大
向
学
、

二
0
0
七
年
九
月
)

「
四
」
以
下
は
新
稿
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
の
史
料
の
誼
み
下
し
丈
は
異
例
と
感
じ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
筆
者
は
最
近
思
う
所
あ
っ
て
、

原
文
の
語
順
を
で
き
る
限
り
生
か
し
な
が
ら
初
心
者
に
も
判
り
や
す
い
謹
み
下
し
丈
が
で
き
な
い
か
模
索
し
て
い
る
。
本
誌
の
謹
者
に
も
こ
の

酷
を
御
了
解
頂
き
た
い
。

そ
も
そ
も
、
大
赦
丈
等
を
含
む
唐
代
の
詔
救
丈
で
、
そ
れ
以
前
の
唐
朝
一
幣
代
皇
帝
の
名
を
丈
中
で
総
て
奉
げ
て
い
る
例
は
決
し
て
多
く
は
な

62 

ぃ
。
宋
・
宋
敏
求
『
唐
大
詔
令
集
」
(
商
務
印
書
館
、

一
九
五
九
年
、
以
下
『
詔
令
集
』
と
略
栴
)
及
ぴ
李
希
泌
主
編
『
唐
大
詔
令
集
補
編
』
上
下

(
上
海
古
籍
山
版
祉
、
二
O
O
一
二
年
、
以
下
「
補
編
』
と
略
稽
)
に
擦
っ
て
、
該
首
す
る
例
を
畢
げ
る
と
以
下
の
如
く
に
な
る
。
但
し
、
太
宗
在
位

中
の
先
帝
は
高
租
の
み
、
高
宗
在
位
中
の
先
帝
は
高
祖
・
太
宗
の
み
で
あ
る
の
で
、

さ
し
首
た
り
畢
例
は
省
略
し
、
高
祖
・
太
宗
に
言
及
す
る

高
宗
朝
の
詔
救
の
事
例
に
つ
い
て
は
本
稿
の
最
後
に
あ
ら
た
め
て
検
討
し
た
い
。
な
お
、
次
章
以
下
の
事
例
も
『
詔
令
集
』
『
補
編
」

の
雨
童
日

に
擦
っ
た
が
、
『
補
編
」
の
掲
げ
る
史
料
に
原
史
料
の
所
在
が
一
志
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
原
史
料
に
撮
り
、
『
補
編
」
の
巻
数
と
共
に
そ

の
こ
と
を
表
示
し
た
。
ま
た
、
『
補
編
』
の
二
、
三
の
例
に
つ
い
て
は
、
本
誌
編
輯
部
の
御
指
摘
で
誤
り
を
正
す
こ
と
が
で
き
た
。

(1) 

改
元
光
宅
詔
(
「
改
元
光
宅
赦
」
、
光
宅
元
年
〈
六
八
四
〉
九
月
)

ょ

高
組
一
岬
嘉
皇
帝
、
固
を
沿
水
に
披
き
、
誠
を
参
撞
に
杖
せ
、
気
一
服
を
廓
い
て
四
維
を
安
ん
じ
、
携
槍
を
掃
い
て
六
合
を
清
む
。
太
宗
丈
武
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あ

ま

ね

や

聖
皇
帝
、
日
月
を
負
い
て
運
を
磨
け
、
雷
震
を
鼓
し
て
以
て
威
を
震
い
、
海
を
蕩
い
山
を
夷
げ
、
功
は
八
荒
之
外
に
決
く
、
焚
か
れ
る

う

る

お

と

お

を
救
い
溺
れ
る
を
握
い
、
仁
は
高
域
之
表
を
需
す
。
築
は
和
し
穫
は
沿
い
、
天
は
平
か
に
地
は
成
り
、
茂
籍
は
遂
初
に
光
り
、
鴻
名
は

そ
だ

闇
闘
に
冠
た
り
。
高
宗
天
皇
大
帝
、
雲
房
は
容
を
誕
て
、
虹
渚
は
霊
を
降
し
、
緑
錯
之
顧
符
を
受
け
、
朱
梯
之
景
命
に
磨
ず
。
車
を
飛
ば

そ

り

し

ず

し
毒
に
乗
り
、
軒
頂
之
臣
と
せ
ざ
る
を
臣
と
し
、
加
仰
を
浸
め
金
を
浮
か
べ
、
再
湯
の
未
だ
服
さ
ざ
る
を
服
す
。
遣
を
聞
き
遠
き
を
服
し
、

更
に
寓
を
先
基
に
闇
き
、
貴
を
富
ま
せ
人
を
寧
ん
じ
、
重
ね
て
輝
を
前
烈
に
増
し
、
旋
(
礁
か
)
を
撫
し
て
{
丁
に
首
た
り
、
五
気
を
明

。

ほ

ち

ゅ

う

ち

ょ

う

堂
に
調
え
、
瑞
を
考
せ
中
を
升
せ
、
百
紳
を
日
観
に
朝
す
。
(
『
詔
令
集
』
虫
色
三
)

(2) 

改
元
載
初
赦
(
載
初
元
年
〈
六
九
O
〉
正
月
)

た
あ

我
が
高
祖
一
脚
嘉
皇
帝
、
沿
耳
目
に
龍
興
し
、
{
蓑
匝
に
鳳
起
し
、
長
績
を
喧
し
て
八
荒
を
安
ん
じ
、
鯨
親
を
勇
り
て
四
海
を
清
む
。
太
宗
丈
武

聖
皇
帝
、
美
内
弓
之
暦
数
を
暦
け
、
雷
電
之
雄
威
を
鼓
し
、
遠
き
を
服
す
は
巣
燈
之
前
に
冠
た
り
、
遣
を
聞
く
は
義
農
之
際
に
越
え
、
鴻
名

す

き

か

は
三
五
に
遇
ぎ
、
茂
績
は
往
初
よ
り
隆
ん
な
り
。
高
宗
天
皇
大
帝
、
雷
淳
之
顧
符
を
票
け
、
天
縦
之
一
珊
器
を
降
さ
れ
、
湛
思
の
被
う
所
は
、

め
ぐ

d

カ

乾
坤
覆
載
之
郷
を
匝
り
、
至
化
の
浬
ま
る
所
は
、
舟
車
所
通
之
境
を
童
く
す
。
礁
を
丹
極
(
宮
中
の
こ
と
か
)
に
撫

L
、
瑞
を
蒼
最
(
蒼
巌
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か
)
に
輯
め
、
天
は
平
ら
か
に
地
は
成
り
、
淳
風
は
千
年
之
運
を
啓
き
、
梁
は
和
し
穫
は
備
わ
り
、
賓
酢
は
三
聖
之
基
よ
り
隆
ん
に
し
て
、

と
お

(
4
)

逝
く
王
猷
を
聴
き
、
帝
載
を
聞
く
無
か
ら
ん
。
(
『
詔
令
集
』
巻
四
)

(3) 

中
宗
即
位
赦
(
神
龍
元
年
〈
七
O
五
〉
二
月
五
日
)

我
が
大
唐
高
租
紳
完
皇
帝
、
聖
期
は
首
め
に
出
で
、
天
は
一
紳
器
を
輿
え
、
大
功
を
匝
夏
に
有
ち
、
大
遣
を
生
霊
に
有
つ
。
太
宗
文
武
聖
皇

帝
、
遣
は
縫
明
に
則
り
、
業
は
構
極
を
推
し
、
商
湯
之
宅
よ
り
起
つ
に
類
え
、
姫
護
之
周
を
承
け
る
が
若
く
、
九
皇
を
弾
し
匪
え
、
高
古

り
ゅ
う

を
牢
龍
す
。
高
宗
天
皇
大
帝
、
上
聖
も
て
園
を
御
し
、
大
明
も
て
契
を
司
り
、
手
は
元
気
を
調
え
、
心
は
洪
鐘
を
運
ら
し
、
五
緯
を
斉

(
5
)
 

え
て
太
階
を
平
ら
か
に
し
、
三
一
肺
に
庭
じ
て
日
観
に
登
る
。
開
聞
を
網
羅
し
、
義
青
を
包
冠
し
、
大
猷
備
さ
に
聞
く
も
、
能
事
斯
ち
畢
り
、

倍
駕
し
て
返
ら
ず
、
逆
臣
震
を
聞
く
。
敬
業
は
災
を
准
旬
に
挺
り
、
務
挺
は
潜
か
に
沙
場
に
麿
じ
、
天
柱
将
に
揺
が
ん
と
し
、
地
維
方
に
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ゆ
た

捷
ま
ん
と
す
、
援
乱
之
一
肺
功
に
非
ざ
れ
ば
、
人
之
危
き
を
定
め
る
能
わ
ず
。
則
天
大
聖
皇
帝
、
聴
を
亘
か
に
し
て
徳
を
成
し
、
溶
折
口
は
期

に
磨
じ
、
初
九
之
英
諜
を
用
い
、
太
一
之
宏
略
を
聞
く
。
玉
鈴
を
振
っ
て
封
家
を
痘
し
、
金
銭
を
授
け
て
長
鯨
を
斬
り
、
河
洛
之
国
主
目
を

受
け
、
回
天
義
之
暦
数
に
首
た
り
、
禁
献
を
恵
育
し
、
並
て
仁
書
に
登
す
。
鼠
に
し
て
懐
い
を
問
遁
に
凝
ら
し
、
想
い
を
無
矯
に
属
し
、
大

か

た

じ

け

な

こ

こ

お

む

も

つ

賓
を
以
て
勢
生
と
矯
し
、
復
た
明
昨
に
悉
く
す
。
且
に
後
命
有
り
、
先
緒
を
受
け
停
め
、
光
い
に
大
唐
之
圃
を
啓
き
、
用
て
興
復
之

基
を
崇
む
。
交
際
は
辰
に
在
り
、
情
は
深
く
感
は
慰
み
、
高
租
之
宗
廟
を
奉
じ
、
太
宗
之
枇
稜
に
遭
い
、
奮
物
を
失
わ
ざ
る
は
、
主
に
忍

に
在
り
。
業
は
肢
に
惟
れ
新
た
に
、
事
は
宜
く
更
始
す
べ
く
、
大
周
を
改
め
て
唐
と
矯
す
可
く
、
枇
稜
・
宗
廟
、
陵
寝
・
郊
問
、
植
山
栄
・

行
運
、
旗
臓
・
服
色
、
天
地
等
の
字
、
蓋
閣
の
官
名
は

一
事
己
上
、
並
び
に
、
水
淳
己
前
の
故
事
に
依
れ
。
(
『
詔
令
集
』
巻
二
)

(4) 

景
龍
三
年
南
郊
赦
(
景
龍
三
年
〈
七
O
九
〉
一
一
月
一
一
一
一
一
H
)

我
が
高
租
紳
亮
皇
帝
、
階
を
聞
き
極
を
立
て
、
永
え
に
配
さ
れ
機
に
循
う
。
太
宗
文
武
聖
皇
帝
、
金
策
に
杖
り
て
四
方
を
清
め
、
珠
磯
を

め
く
ら運

し
て
七
政
を
斉
う
。
高
宗
天
皇
大
帝
、
乾
坤
奥
其
の
徳
を
合
わ
せ
、
日
月
輿
其
の
明
を
合
わ
す
。
則
天
大
聖
皇
后
、
補
天
立
極
之
功

き

を
建
て
、
河
固
洛
書
之
統
を
受
け
、
五
精
は
運
を
時
し
、
四
葉
は
光
を
重
ぬ
。
(
『
詔
令
集
』
巻
六
八
)
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(5) 

太
極
元
年
北
郊
赦
(
太
極
元
年
〈
七
一
二
〉
五
月
一
一
一
一
日
)

高
組
一
塑
莞
皇
帝
、
銭
(
録
)
を
磨
け
圃
を
受
(
授
)
け
、
天
を
継
ぎ
て
極
を
立
つ
。
太
宗
丈
武
皇
帝
、
人
を
弔
み
て
罪
を
伐
ち
、
南
に
征

と

が

こ

こ

も

つ

な

し
北
に
怨
め
、
是
を
用
て
生
霊
を
塗
炭
に
抵
い
、
物
類
(
態
)
を
休
和
に
登
す
。
高
宗
天
皇
大
帝
、
惟
(
維
)
れ
容
も
て
聖
と
作
り
、
衣

を
垂
れ
て
理
む
。
大
聖
天
后
、
託
(
托
)
を
受
け
て
(
閥
)
権
に
従
い
、
{
丁
に
首
た
り
て
化
す
(
化
治
す
)
。
中
宗
孝
和
皇
帝
、
允
に
恭
み

お

こ

こ

こ

れ

や

わ

ら

て
克
く
譲
り
、
丈
を
守
り
て
寓
に
御
し
、
能
く
刑
惜
く
を
致
し
、
於
に
嬰
わ
り
時
羅
ぐ
。
(
『
詔
令
集
』
巻
七
三
、
(

巻
四
二
五
「
制
后
土
制
」
)

)
内
は
『
文
苑
英
華
」

(6) 

開
元
十
三
年
封
泰
山
詔
(
開
元
一
一
一
年
〈
七
二
四
〉
同
一
二
月
)

さ
い
わ
い

(
7
)

天
は
我
が
唐
に
砕
し
、
武
丈
二
后
は
、
固
に
鷹
じ
て
銭
を
受
く
。
高
宗
に
泊
ぴ
、
光
を
重
ね
盛
を
累
ね
、
至
理
を
承
け
、
介
正
に
登
り
、



つ

づ

き

い

わ

い

や

わ

ら

百
一
珊
を
懐
い
、
六
合
を
震
わ
せ
、
段
周
之
統
を
紹
ぎ
、
虞
夏
之
風
に
接
く
。
中
宗
は
諜
銀
之
休
を
弘
め
、
容
宗
は
粋
精
之
遁
を
穆
ぐ
。

謀
説
蕩
蕩
、
得
て
稽
す
る
者
無
き
也
。
(
『
詔
令
集
』
巻
六
六
)

(7) 

開
元
玉
牒
丈
(
開
元
二
二
年
〈
七
二
五
〉

一
月
九
日
)

み
ち
び

有
唐
天
子
臣
隆
基
、
敢
て
美
天
上
帝
に
昭
告
す
。
天
は
李
氏
を
啓
き
、
運
は
土
徳
に
興
り
、
高
租
・
太
宗
、
命
を
承
け
て
極
を
立
て
、

高
宗
は
中
を
升
せ
、
六
合
は
段
盛
た
り
。
中
宗
は
紹
い
で
復
し
、
瞳
を
継
ぎ
て
壬
い
に
定
む
。
上
帝
は
春
佑
し
、
臣
に
忠
武
を
錫
い
、
内

難
を
底
綬
し
、
聖
父
を
推
戴
せ
し
む
。
(
『
詔
令
集
』
巻
六
六
)

(8) 

玄
宗
の
普
安
郡
に
幸
す
る
の
制

あ

お

守

フ

我
が
高
祖
神
完
皇
帝
、
奄
い
に
大
買
を
有
ち
、
天
に
麿
じ
人
に
順
う
。
我
が
太
宗
文
武
聖
皇
帝
、
難
を
醗
ち
邦
を
造
り
、
天
下
を
光
津

や

(
宅
)
す
。
我
が
高
宗
天
皇
大
帝
、
丈
を
惰
め
武
を
値
め
、
四
方
を
恵
緩
す
。
我
が
中
宗
孝
和
皇
帝
、
孝
棲
を
去
十
遵
(
導
)
し
、
其
の
命

あ
ま
ね

を
惟
新
す
。
我
が
容
宗
大
聖
貞
皇
帝
、
清
明
は
婦
ら
に
在
り
、
玄
化
は
浮
く
暢
ぶ
。
(
『
補
編
」
土
器
巻
今
、
『
文
苑
英
華
」
巻
四
六
二
及
び

買
至
(
天
賓
一
五
載
〈
七
五
六
〉
七
月
)

『
刑
府
元
亀
』
巻
一
一
一
一
一
に
依
る
、
(

)
内
は
『
珊
府
元
亀
」
)
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(9) 

明
皇
の
粛
宗
を
し
て
即
位
せ
し
む
る
の
詔

買
至
(
ぶ
土
徳
元
載
〈
七
五
六
〉
八
月
一
六
日
)

高
祖
は
賓
運
に
首
た
り
、
太
宗
は
鴻
業
を
定
め
、
高
宗
は
蒸
人
を
寧
ん
じ
、
中
宗
は
奮
績
を
復
し
、
容
宗
は
至
理
を
弘
む
。
朕
は
五
聖
の

わ
ゆ

p
b

諜
訓
を
承
け
、
三
代
之
淳
撲
に
師
う
。
(
『
詔
令
集
』
巻
三
O
)

以
上
の
如
く
、
唐
代
に
お
い
て
先
代
す
べ
て
の
皇
帝
に
言
及
す
る
詔
救
は
、
安
史
の
乱
に
お
け
る
玄
宗
か
ら
粛
宗
の
譲
位
に
関
わ
る
二
通
で

終
わ
っ
て
い
る
。
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
山
凶
則
天
武
后
に
よ
る
周
王
朝
の
設
立
過
程
、
同
中
宗
復
位
時
、
凶
同
意
后
に
よ
る
中
宗
毒

殺
前
後
、
川
川
唐
朝
復
興
に
件
、
つ
玄
宗
の
封
蹄
、
そ
し
て
附
州
安
史
の
乱
勃
護
に
よ
る
玄
宗
の
粛
宗
へ
の
譲
位
、
と
い
う
唐
朝
の
節
目
の
時
期

(
日
)

に
、
先
代
の
皇
帝
す
べ
て
に
言
及
し
た
詔
救
が
護
布
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
何
ら
か
の
理
由
で
線
括
的
な
回
顧
を
必
要
と

223 
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す
る
詔
救
な
の
で
あ
る
。
粛
宗
朝
以
後
に
同
様
の
事
例
が
残
っ
て
い
な
い
の
は
偶
然
か
も
知
れ
な
い
が
、
先
代
の
皇
帝
の
数
が
ふ
え
て
詔
救
丈

中
に
す
べ
て
列
奉
、
言
及
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
、
と
い
う
事
情
も
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
「
詔
令
集
』
巻
一
に
あ
る
賓
暦
二
年
(
八
二
六
)

の
「
丈
宗
即
位
冊
丈
」
は
、
穆
宗
が
(
臣
官
に
試
殺
さ
れ
た
後
に
立
て
ら
れ
た
丈
宗
に
釘
す
る
太
皇
太
后
名
義
の
即
位
冊
丈
で
、
や
は
り
異
例
の

(
9
)
 

事
態
に
お
け
る
贋
義
の
詔
救
丈
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
先
代
の
諸
帝
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

(
丙
)

維
れ
賓
暦
二
年
、
歳
は
景
午
に
次
る
、
十
二
月
甲
午
朔
、
十
二
日
乙
己
、
太
皇
太
后
若
に
日
く
、
(
中
略
)
冊
を
奉
り
て
皇
帝
位
に
即
か

し
む
、
永
く
高
組
・
太
宗
之
陪
乱
を
菊
定
し
、
玄
宗
之
利
津
を
寝
漬
し
、
憲
宗
之
嚢
棄
を
堅
抜
す
る
を
惟
え
。

見
ら
れ
る
通
り
、
高
組
・
太
宗
の
ほ
か
は
開
元
の
治
を
現
出
し
た
玄
宗
と
唐
後
半
の
英
主
で
あ
る
憲
宗
と
が
掲
げ
ら
れ
る
の
み
で
、
そ
の
他
の

皇
帝
は
鰯
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
粛
宗
朝
以
後
に
は
そ
れ
ま
で
の
唐
朝
皇
帝
の
世
代
数
を
翠
げ
る
例
が
ふ
え
て
く
る
の
で
あ

る
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以
上
の
よ
う
に
唐
代
の
詔
救
丈
や
大
赦
丈
の
中
で
、
先
代
の
皇
帝
す
べ
て
に
鰯
れ
る
例
は
決
し
て
多
く
は
な
い
。
全
部
で
九
例
の
う
ち
、
則

天
武
后
に
関
係
し
て
い
な
い
の
は
玄
宗
朝
の
同
l
閣
の
諸
例
の
み
で
、
同
ま
で
の
諸
例
は
則
天
武
后
に
鯛
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
則
天
武

后
自
身
の
詔
救
で
あ
る
。
従
っ
て
、
先
代
の
皇
帝
す
べ
て
に
鰯
れ
る
詔
救
の
中
で
、
則
天
武
后
に
闘
わ
る
も
の
の
比
率
は
甚
だ
大
き
い
と
言
え

ょ
う
。
そ
れ
ら
の
事
例
は
、
武
后
自
身
の
撞
頭
期
か
ら
い
わ
ゆ
る
女
輔
の
終
罵
期
ま
で
に
限
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
政
治
史
と
先
帝
す
べ

て
に
輔
れ
る
詔
救
と
の
閲
連
が
珠
想
さ
れ
る
。
以
上
を
前
提
に
、
唐
代
詔
救
丈
中
の
先
帝
の
扱
い
に
つ
い
て
、
武
后
を
中
心
に
具
睦
的
に
検
討

し
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

則
天
武
后
退
位
後
に
武
后
に
つ
い
て
鰯
れ
た
最
初
の
詔
救
は
、
前
章
に
掲
げ
た
矧
「
中
宗
即
位
赦
」
で
あ
る
。
中
宗
復
位
の
際
に
は
則
天
武

后
を
則
天
大
聖
皇
帝
と
し
て
お
り
、
最
密
に
は
昔
時
は
則
天
大
聖
皇
帝
と
中
宗
と
の
二
人
の
皇
帝
が
並
存
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
即



位
赦
で
も
則
天
大
聖
皇
帝
の
稽
競
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
即
位
前
に
起
こ
っ
た
徐
敬
業
ら
の
反
武
后
、
唐
朝
回
復
の
反
乱
が
一
大

(
日
)

柱
地
維
を
揺
る
が
す
動
き
と
さ
れ
て
、
そ
れ
を
平
定
し
た
則
天
武
后
の
働
き
が
援
乱
の
神
功
と
し
て
肯
定
的
に
記
さ
れ
、
む
し
ろ
讃
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
一
方
、
高
租
・
太
宗
・
高
宗
の
事
績
も
丁
寧
に
記
さ
れ
、
順
に
記
述
が
詳
し
く
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
中
宗
復
位
時
の
大

赦
は
、
高
租
|
太
宗
高
宗
と
績
く
唐
の
統
治
の
成
果
を
則
天
武
后
が
継
承
し
た
こ
と
を
肯
定
す
る
丈
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
中
宗
の
復

位
が
武
后
の
政
治
の
全
面
否
定
の
上
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
昔
時
の
政
治
の
複
雑
な
情

況
が
一
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

前
章
で
は
唐
朝
の
歴
代
皇
帝
す
べ
て
に
言
及
す
る
詔
救
を
奉
げ
た
が
、
則
天
武
后
個
人
に
言
及
す
る
詔
救
は
他
に
も
あ
る
。
「
中
宗
即
位
赦
」

に
績
く
も
の
と
し
て
は
、
『
補
編
」
上
巻
巻
七
が
「
火
口
敬
障
等
表
詰
削
武
氏
諸
王
王
爵
詔
」
と
擬
題
す
る
、
一
珊
龍
元
年
(
七
O
五
)
五
月
の
も
の

(
日
)

と
推
定
さ
れ
る
『
奮
唐
書
』
巻
一
八
三
武
承
嗣
惇
附
武
延
義
停
の
次
の
一
文
が
あ
る
。

伏
し
て
以
え
ら
く
、
則
一
大
大
聖
皇
帝
、
内
に
輔
け
外
に
臨
む
こ
と
、
絡
に
五
十
載
た
ら
ん
と
し
、
朕
揺
ら
に
在
り
で
は
則
ち
慈
母
と
周
り
、

う
み
つ

士
庶
に
於
い
て
は
即
ち
是
れ
明
君
た
り
。
往
者
垂
扶
之
中
、
嗣
白
玉

(
H
容
宗
)
政
に
臨
み
、
此
之
際
に
首
た
り
、
魯
・
街
並
び
に
存
す
。

(ロ)

全
節
妖
を
興
し
、
浪
邪
逆
を
構
え
、
災
い
は
七
園
を
連
ね
、
震
は
三
監
に
結
ぶ
に
及
び
、
就
に
大
義
之
懐
い
を
行
い
、
遂
に
泣
諒
之
事
有
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り
。
周
唐
の
革
命
は
、
蓋
し
従
権
と
矯
す
、
子
姪
の
王
に
封
ず
る
は
、
園
之
常
典
な
り
。

こ
の
丈
で
は
、
存
命
中
の
武
后
は
則
天
大
聖
皇
帝
と
記
さ
れ
、
中
宗
に
と
っ
て
は
慈
母
で
あ
り
、
士
庶
に
と
っ
て
は
明
君
で
あ
る
、
と
評
慣

さ
れ
て
い
る
。
唐
か
ら
周
へ
の
革
命
も
浪
邪
王
沖
ら
の
反
乱
を
鎮
定
し
た
上
で
の
従
権
、
す
な
わ
ち
権
に
従
う
権
宜
の
措
置
と
さ
れ
、
唐
朝
が

一
旦
中
断
し
た
こ
と
に
釘
す
る
遺
憾
の
念
な
ど
は
全
く
表
明
さ
れ
て
い
な
い
。
『
奮
唐
書
』
武
延
義
停
に
撮
れ
ば
、
敬
障
ら
の
要
請
に
従
っ
て

武
三
思
・
武
依
聾
等
多
く
の
武
氏
の
爵
位
が
例
降
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
一
丈
で
見
る
限
り
、
唐
か
ら
周
へ
の
革
命
は
決
し
て
全
否
定
さ
れ
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
敬
障
ら
は
一
刺
龍
二
年
(
七
O
六
)
六
月
戊
寅
に
崖
州
等
の
州
司
馬
に
左
遷
さ
れ
る
が
、
そ
の
慮
分
を
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停
え
た

「
奮
唐
童
日
』
巻
九
一
敬
障
停
の
中
宗
の
詔
(
『
補
編
』
上
巻
巻
一
六
に
「
回
以
降
敬
陣
張
東
之
哀
恕
己
崖
玄
障
詔
」
と
擬
題
し
て
牧
録
)
は
、
冒
頭
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に
「
則
天
大
聖
皇
后
、
往
に
憂
勢
を
以
て
不
諜
た
り
、
凶
竪
権
を
弄
ぶ
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
丈
は
退
位
時
の
武
后
に
鰯
れ
た
も
の
に
過
ぎ

な
い
が
、
敬
障
ら
の
ク
ー
デ
タ
の
原
因
を
作
っ
た
の
は
凶
堅
一
旦
す
な
わ
ち
張
易
之
・
張
昌
宗
兄
弟
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
武
后
の
稀
謂

は
次
の
例
と
同
じ
則
天
大
聖
皇
后
で
あ
る
。

「
詔
令
集
』
巻
一

一
回
神
龍
三
年
(
七
O
七
)
二
月
の
「
不
許
言
中
興
救
」
に
は
、

往
に
、
水
中
浮
白
り
天
授
に
至
り
、
姦
臣
乱
を
稽
し
、
鼎
運
安
か
ら
ず
。
則
天
大
聖
皇
后
、
顧
託
之
隆
ん
な
る
を
思
い
、
饗
通
之
数
を
審
か

す
く

に
し
、
己
れ
を
忘
れ
て
物
を
済
い
、
従
権
も
て
宇
に
御
す
。
四
海
は
其
の
卒
順
に
由
り
、
高
世
は
成
な
寧
ん
ず
る
所
以
に
し
て
、
唐
周
之

す
な
わ

競
は
暫
く
殊
な
る
も
、
社
稜
之
一
昨
は
斯
ち
永
え
な
り
。

と
あ
る
。
こ
の
救
は
、
中
宗
復
位
後
に
全
国
に
中
興
寺
・
中
興
観
を
置
い
た
の
を
、
そ
の
名
稽
を
廃
し
て
龍
興
寺
・
龍
興
観
と
す
る
よ
う
に
命

じ
た
も
の
で
、
中
宗
朝
に
お
い
て
武
氏
勢
力
の
巻
き
返
し
が
額
著
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
象
徴
的
な
事
例
で
あ
る
。
則
天
武
后
は
一
紳
龍
元
年
一

一
月
に
死
去
し
た
が
、
遺
制
で
帝
競
を
去
っ
て
則
天
大
聖
皇
后
と
稿
し
た
。
こ
の
救
丈
は
そ
の
貼
に
は
従
っ
て
い
る
が
、
「
唐
周
之
競
暫
殊
、
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一
吐
稜
之
一
昨
斯
永
」
と
あ
り
、
唐
と
周
と
の
連
績
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
武
后
が
帝
位
に
即
い
た
こ
と
を
「
従
権
」
と
稽
し
て
い
る
の
は
、
さ

き
の
「
答
敬
輝
等
:
:
:
」
の
詔
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
則
天
武
后
が
皇
帝
と
な
っ
た
こ
と
を
権
宜
に
従
っ
た
措
置
で
あ
っ
た
と
見
倣
せ
ば
、
高

宗
末
年
の
永
淳
か
ら
武
周
建
国
の
天
授
ま
で
の
反
武
后
の
動
き
で
あ
る
徐
敬
業
や
現
邪
王
沖
の
反
乱
こ
そ
が
、
武
后
に
帝
位
に
聞
か
せ
る
原
因

と
な
る
悪
業
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
答
敬
瞳
:
:
:
」

の
詔
と
こ
の
「
不
許
言
中
興
救
」
の
論
理
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
不
許
言
中
興
救
」
は
右
の
引
用
文
の
後
に
、
中
宗
の
復
位
を
中
興
と
見
る
こ
と
を
許
さ
な
い
と
い

う
意
味
の
こ
と
を
遮
べ
て
お
り
、
武
氏
勢
力
の
巻
き
返
し
が
強
く
な
る
に
つ
れ
て
さ
き
の
論
理
も
よ
り
強
く
貫
徹
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

次
の
凶
は
二
年
後
の
景
龍
三
年
(
七
O
九
)
の
も
の
で
あ
る
。
註
(
8
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
南
郊
杷
は
章
后
が
政
治
の
主
導
権
を
握
つ

た
こ
と
を
天
下
に
誇
示
す
る
た
め
の
天
の
祭
杷
で
あ
っ
た
。
引
用
文
の
最
後
に
見
え
る
「
五
精
時
運
、
四
葉
重
光
」
の
四
葉
は
、
古
同
組
・
太



宗
・
高
宗
・
武
后
の
四
代
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
五
精
は
五
行
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
凶
の
丈
で
武
后
に
鯖
れ
た
部
分
は
「
建
補
天
立
極
之
功
、

の
計
一
四
字
の
封
句
と
な
る
。
高
組
・
太
宗
・
高
宗
の
事
績
も
封
句
で
綴
ら
れ
て
い
る
の
で
、
文
中
の
武
后
の
扱
い
は

受
河
園
洛
主
日
之
統
」

「
則
天
大
聖
皇
后
」
の
表
現
を
除
け
ば
、
そ
れ
以
前
の
皇
帝
と
愛
わ
り
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
則
天
大
聖
皇
后
の
稽
謂
は
本
人
の
遺
制

に
基
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
中
宗
復
位
後
の
武
后
の
扱
い
は
、
高
宗
以
前
の
唐
朝
皇
帝
の
扱
い
と
ほ
と
ん
ど
差
が
無
か
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

武
后
の
封
句
に
「
受
河
圃
洛
書
之
統
」
と
あ
っ
て
、
河
固
洛
書
の
存
在
を
革
命
で
は
な
く
停
統
と
把
え
て
表
現
し
て
い
る
こ
と
も
、
以
上
の
賭

に
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
、

『
補
編
』
下
巻
巻
三
二
が
「
平
孝
氏
乱
宣
示
中
外
制
」
と
擬
題
す
る
、

『
冊
府
玄
亀
』
巻
二

O
帝
王
部
功
業
二
の
唐
隆
元
年
(
七
一

O
)
六
月
辛
丑
の
温
王
重
茂
の
制
が
あ
る
。
温
王
は
中
宗
を
殺
害
し
た
章
后
に
よ
っ
て
皇
帝
に
立
て
ら
れ
た
が
、
臨
泊
王
で
あ
る
玄
宗
の
ク
l

デ
タ
に
よ
っ
て
退
位
す
る
。
こ
の
制
は
、

ク
ー
デ
タ
の
翌
日
に
建
前
で
は
皇
帝
で
あ
っ
た
温
王
が
、
そ
の
ク
ー
デ
タ
を
正
嘗
と
認
め
る
た
め
に
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護
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

こ
の
三
ろ

又
た
頃
者
王
慶
之
・
李
懐
・
張
嘉
一
帽
・
前
麟
遊
牒
令
社
無
二
・
越
州
長
史
宋
之
問
潜
か
に
表
肢
を
行
い
、
武
承
嗣
を
立
て
て
皇
太
子
と
矯

さ
ん
こ
と
を
請
う
。
則
天
皇
后
は
慶
之
一
人
を
斬
り
、
之
聞
は
三
思
に
附
託
す
る
を
以
て
克
か
る
る
を
獲
。

と
あ
り
、
皇
嗣
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
容
宗
を
慶
し
て
武
承
嗣
を
皇
太
子
と
す
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
た
王
慶
之
に
封
し
、
天
授
二
年
(
六
九

) 

一
O
月
に
武
后
が
彼
を
杖
殺
し
た
こ
と
に
言
及
し
し
て
い
る
。
こ
の
制
は
、
意
后
一
振
に
よ
る
中
宗
の
毒
殺
を
非
と
し
て
玄
宗
等
の
ク
l

デ
タ
を
是
と
す
る
も
の
な
の
で
、
則
天
武
后
に
つ
い
て
は
武
承
嗣
を
皇
太
子
と
せ
ず
、
李
氏
に
よ
る
帝
位
耀
承
を
守
っ
た
こ
と
の
み
述
べ
て
い

る
の
で
あ
る
。
唐
代
の
他
の
皇
帝
に
は
全
く
鰯
れ
ず
、
武
后
自
身
は
「
則
天
皇
后
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

因
み
に
、
「
詔
令
集
』
巻
一
一

O
の
同
年
(
唐
隆
元
年
H
景
雲
元
年
、
七
一

O
)
九
月
の
「
誠
論
天
下
制
」
は
、
容
宗
が
玄
宗
を
皇
太
子
に
立
て
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た
理
由
を
天
下
に
示
し
た
詔
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は

あ

よ

(

日

)

頃
ろ
目
天
寄
楠
い
を
降
し
、
雲
取
し
て
上
遷
し
、
外
戚
の
主
を
扶
む
之
謀
を
成
し
、
好
臣
の
固
を
移
す
之
計
を
起
こ
す
に
属
び
、
皇
太
子
語
、
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め

危
を
見
て
起
ち
、
天
を
補
い
て
極
を
立
つ
。
朕
は
方
に
肩
を
朱
邸
に
息
め
、
日
を
清
時
に
拭
い
、
太
平
之
無
事
を
幸
で
、
小
山
之
白
逸
を

期
す
。
温
王
は
叔
父
を
推
崇
す
る
を
以
て
、
固
く
高
幾
を
輯
り
、
誇
(
川
川
隆
基
)
は
克
く
帝
国
を
奨
む
を
以
て
、
儲
武
に
進
登
す
。
(
中

略
)
中
宗
之
時
、
吾
は
乃
ち
一
王
た
る
耳
、
憂
危
暇
あ
ら
ず
、
今
詳
は
耐
難
を
静
め
、
社
稜
を
安
ん
じ
、
天
下
は
之
に
頼
る
。
所
謂
る

常
に
非
ざ
る
之
事
は
、
常
躍
を
以
て
之
を
議
す
可
か
ら
ず
。

と
あ
る
。
即
ち
、
玄
宗
は
容
宗
の
三
男
で
あ
る
が
、
中
宗
を
毒
殺
し
た
章
皇
后
や
そ
の
娘
の
安
楽
公
主
を
討
っ
て
唐
朝
の
危
機
を
救
っ
た
。
そ

し
て
、
温
王
が
叔
父
の
容
宗
に
帝
位
を
譲
っ
た
時
に
救
国
の
功
績
に
よ
っ
て
玄
宗
が
皇
太
子
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
常
穫
を
以
て
議
す
べ
き
で

は
な
い
常
に
非
ざ
る
事
、

つ
ま
り
特
例
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
詔
で
は
則
天
武
后
の
み
な
ら
ず
中
宗
以
前
の
唐
朝
の
諸
帝
に

も
一
切
鰯
れ
て
い
な
い
が
、

二
年
後
の
太
極
元
年
(
七
二
一
)
四
月
一
七
日
の

ひ

と

こ

こ

ろ

や

朕
頃
ろ
諒
聞
に
居
り
、
日
常
り
懐
に
疾
み
、
奉
じ
て
則
天
皇
后
の
局
に
、
東
都
に
荷
淳
寺
を
建
て
、
西
京
に
荷
恩
土
寸
を
建
つ
。
金
仙
・
玉

『
詔
令
集
』
巻
一

O
八
「
停
修
金
仙
・
玉
異
雨
観
詔
」
に
は
、

ん
や
。
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異
公
主
の
家
を
出
ず
る
に
及
ぴ
、
京
中
に
観
を
造
り
、
先
慈
に
報
い
る
也
、
畳
に
康
く
昔
構
を
事
と
し
、
虚
し
く
力
役
を
弾
く
す
を
願
わ

と
あ
る
(
日
付
は
『
唐
舎
要
』
巻
五
O
玉
異
観
に
依
る
)
。
こ
れ
は
、
容
宗
が
娘
の
金
仙
公
主
・
玉
置
(
公
主
の
た
め
に
建
て
た
金
仙
観
・
玉
置
(
観
と

い
う
這
観
の
造
告
を
停
止
す
る
よ
う
に
述
べ
た
詔
で
あ
る
が
、
丈
中
で
武
后
の
供
養
の
た
め
に
洛
陽
に
荷
津
寺
、
長
安
に
荷
恩
寺
と
い
う
悌
寺

を
建
立
し
た
こ
と
に
鯛
れ
て
お
り
、
武
后
の
栴
謂
は
「
則
天
皇
后
」
で
あ
る
。

次
に
、
『
補
編
』
上
巻
巻
五
が
「
鎮
園
太
平
長
公
主
皇
太
子
諸
王
郡
公
禁
中
定
策
編
子
史
冊
詔
」
と
擬
題
す
る
、
『
珊
府
玄
亀
』
巻
二
二
三
帝

王
部
褒
功
二
の
太
極
元
年
四
月
の
詔
が
あ
る
。

あ
た

朕
は
高
宗
の
少
子
、
特
に
慈
愛
を
蒙
り
、
顧
復
之
至
り
、
曜
は
諸
王
を
絶
ち
、
運
は
上
傍
に
属
る
。
家
難
の
未
だ
嗣
が
ざ
る
に
遭
い
、
中

(
務
)

宗
の
出
簿
を
歴
て
、
大
聖
天
后
臨
朝
し
、
権
を
以
て
朕
を
立
て
て
嗣
と
属
す
。
朕
自
ら
虚
薄
を
惟
い
、
固
く
中
宗
に
譲
り
、
誠
に
上
従
を

(

法

)

お

も

願
い
、
用
て
一
吐
穫
を
寧
ん
じ
、
比
ろ
簿
邸
に
居
り
、
深
く
清
闘
を
嘉
す
。
意
わ
ざ
る
や
景
龍
之
問
、
先
帝
国
恭
か
に
天
下
を
棄
て
、
凶
族
潜



か
に
計
り
、
邦
家
を
覆
え
さ
ん
と
謀
り
、
高
祖
之
業
、
幾
ど
地
に
墜
つ
。
皇
太
子
隆
基
、
忠
孝
は
一
大
感
、
義
に
杖
り
て
訴
を
行
い
、

(
驚
)

之
問
、
耐
難
を
殴
定
す
。
(
中
略
)
温
王
は
幼
沖
、
頻
り
に
穀
荻
に
属
り
、
因
り
て
警
俸
を
護
し
、
日
夜
暗
競
し
、
因
り
て
先
聖
(
中
宗
) タ

の
朕
を
立
て
て
太
弟
(
皇
太
弟
)
と
矯
す
之
意
を
以
て
、
鎮
固
太
平
長
公
主
・
諌
議
大
夫
醇
稜
等
を
し
て
、
先
旨
を
奉
承
せ
令
む
。
(
中

略
)
隆
基
・
鎮
園
太
平
長
公
主
:
:
:
等
以
矯
え
ら
く
、
宗
廟
は
主
無
か
る
可
か
ら
ず
、
高
機
は
暫
し
も
蹟
し
か
る
可
か
ら
ず
、
且
つ
は
人

望
に
従
い
、
因
り
て
策
を
禁
中
に
定
む
。
朕
又
た
固
辞
し
、
(
中
略
)
事
己
む
を
獲
ず
、
乃
ち
衆
望
に
順
う
、
要
盟
之
言
、
其
の
丈
は
猶

お
在
り
。
朕
は
洪
業
を
纂
承
し
、
今
に
子
て
三
年
た
り
、
謂
え
ら
く
宗
廟
・
郊
天
、
大
曜
は
斯
に
備
わ
る
。
永
く
宗
躍
を
獲
奉
し
、
兆
人

に
臨
む
所
以
を
惟
う
者
、
蓋
し
朕
之
本
心
に
非
ず
、
賓
に
乃
ち
鎮
固
太
平
長
公
主
・
皇
太
子
・
諸
王
・
郡
公
之
意
也
。

こ
れ
は
即
ち
、
意
后
に
よ
る
中
宗
殺
害
の
あ
と
、
温
王
の
意
志
と
太
平
公
主
や
皇
太
子
玄
宗
等
の
強
い
勧
め
と
に
よ
っ
て
容
宗
が
帝
位
に
即

い
た
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
詔
書
で
あ
る
。
最
後
に
、
「
宜
く
左
右
に
勅
し
、
史
冊
に
編
む
べ
し
」
と
述
べ
、
以
上
の
経
緯
を
史
冊
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に
記
し
て
お
く
よ
う
に
、
と
命
じ
て
い
る
。
則
天
武
后
に
つ
い
て
は
、
中
宗
が
出
藩
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
武
后
が
臨
朝
稽
制
し
、
権
す
な
わ
ち

権
宜
の
措
置
と
し
て
、
容
宗
自
身
を
嗣
す
な
わ
ち
皇
嗣
と
い
う
臨
時
の
地
位
に
置
い
た
、
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
自
身
が
皇
太
子
相
嘗
の

地
位
に
居
た
こ
と
が
巳
む
を
得
な
い
仕
儀
で
あ
っ
た
こ
と
を
静
明
す
る
た
め
の
丈
で
あ
る
が
、
中
宗
を
麗
陵
王
に
左
遷
し
容
宗
を
新
た
に
創
出

し
た
皇
嗣
と
い
う
地
位
に
置
い
た
の
を
権
宜
の
措
置
と
遮
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
武
后
の
行
矯
を
庇
護
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
、
と
言
え
よ

ぅ
。
丈
中
の
武
后
の
稿
謂
は
「
大
聖
天
后
」
で
あ
り
、
ま
た
先
聖
は
中
宗
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
容
宗
は
、
聖
暦
元
年
(
六
九
八
)
に
中
宗

が
皇
太
子
と
な
っ
た
時
に
相
王
の
爵
位
を
受
け
、
紳
龍
元
年
(
七
O
五
)
に
張
易
之
兄
弟
を
抹
殺
し
た
功
で
安
園
相
王
に
進
競
し
た
。
そ
し
て

そ
の
年
に
皇
太
弟
に
立
て
ら
れ
た
が
、
固
辞
し
て
受
け
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
容
宗
は
相
王
(
安
図
相
王
?
)
か
ら
帝
位
に
即
い
た
の
で
あ
る
。

武
后
に
崩
れ
た
最
後
の
詔
救
と
し
て
、
前
章
の
同
に
引
い
た
太
極
元
年
北
郊
赦
が
あ
る
。
註
(
8
)
で
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
大
赦
丈
は
、
中
宗

の
喪
が
明
け
た
後
に
容
宗
の
行
っ
た
一
連
の
親
祭
の
最
後
に
位
置
す
る
北
郊
把
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
北
郊
把
白
瞳
、
皇
帝
に
よ
る
北
郊

親
記
と
し
て
は
唐
代
唯
一
の
例
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
で
は
引
か
な
か
っ
た
丈
中
に
、
「
故
に
歳
首
を
以
て
躍
宗
に
粛
事
し
、
愛
に
令
辰

229 
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ゆ
る

を
撰
ぴ
、
親
く
方
津
に
杷
る
」
及
ぴ
「
頃
ろ
郊
籍
に
縁
り
、
己
に
青
災
を
津
む
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
年
の
南
郊
・
籍
回
・
北
郊
の
賓
施
に
鰯
れ

て
い
る
。
ま
た
、
右
の
四
月
の
「
編
子
史
加
詔
」
に
お
い
て
も
引
用
文
の
末
尾
に
は

朕
纂
承
洪
業
、
子
今
三
年
、
謂
宗
廟
郊
天
、
大
穫
斯
備
。
永
惟
所
以
獲
奉
宗
穂
、
臨
兆
人
者
、
蓋
非
朕
之
本
心
、
賓
乃
鎮
園
太
平
長
公

主
・
皇
太
子
・
諸
王
・
郡
公
之
意
也
。

と
あ
っ
て
、
容
宗
が
親
記
し
た
正
月
の
南
郊
杷
に
鰯
れ
て
い
る
が
、
そ
の
成
就
は
容
宗
自
身
の
力
に
依
る
も
の
で
は
な
く
、
太
平
公
主
や
玄
宗

等
の
力
に
依
る
も
の
で
あ
る
、
と
遮
べ
て
い
る
。
武
后
の
稽
謂
が
「
大
聖
天
后
」
で
あ
る
貼
は
、
同
と
「
編
子
史
冊
詔
」
と
に
共
通
し
て
い
る
。

削
の
該
首
部
分
は
「
大
聖
天
后
、
受
託
従
権
、
首
{
了
而
化
」
で
あ
り
、
中
宗
か
ら
受
託
し
た
臨
時
の
政
権
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
統
治

白
瞳
は
教
化
の
よ
く
行
わ
れ
た
も
の
と
肯
定
的
に
許
慣
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
中
宗
朝
・
容
宗
朝
の
則
天
武
后
の
許
債
は
決
し
て
否
定
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
則
天
大
聖
皇
帝
」
と
記
し
た
武
后
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退
位
時
の
同
「
中
宗
即
位
赦
」
で
は
、
武
后
が
病
床
で
退
位
に
追
い
込
ま
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
懐
い
を
聞
社
迫
に
凝
ら
し
、
想
い
を
無
矯
に

属
し
」
と
、
自
ら
の
意
志
で
政
治
か
ら
身
を
引
い
て
無
馬
に
遁
造
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
皇
帝
を
退
位
さ
せ
る
側

の
常
套
句
と
も
言
え
る
が
、
徐
敬
業
佐
一
寸
の
反
武
后
の
動
き
を
弾
匿
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
「
封
家
を
痘
す
」
「
長
鯨
を
斬
る
」
と
、
そ
の
行
矯

を
肯
定
的
に
評
慣
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
武
后
が
死
去
し
皇
帝
競
を
去
っ
て
皇
后
と
な
っ
て
以
後
の
、
「
答
敬
輝
等
:
:
:
詔
」
(
七
O
五
年
五

月
)
・
「
不
許
言
中
興
救
」
(
七
O
七
年
二
月
了
間
「
太
極
元
年
北
郊
赦
」
(
七
一
二
年
五
月
)
で
は
武
后
の
在
位
を
い
ず
れ
も
「
従
権
」
と
稽
し
、

臨
時
の
権
宜
の
措
置
で
あ
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
仰
に
先
立
つ
「
編
子
史
冊
詔
」
(
七
一
二
年
四
月
)
で
は
、
武
后
が
臨
朝
し
て
「
権

を
以
て
朕
を
立
て
て
嗣
と
矯
」
し
た
と
述
べ
、
容
宗
を
皇
嗣
の
地
位
に
置
い
た
こ
と
も
権
宜
の
措
置
で
あ
っ
た
、
と
辞
明
し
て
い
る
。
す
な
わ

か
り

ち
、
中
宗
朝
・
容
宗
朝
の
詔
救
で
は
容
宗
を
皇
嗣
と
し
た
こ
と
も
含
め
て
、
武
后
政
権
の
存
在
を
時
宜
に
麿
じ
た
擢
の
も
の
と
説
明
す
る
こ
と

(
H
)
 

で
一
貫
し
て
い
た
、
と
一
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

則
天
武
后
の
稽
謂
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
則
天
大
聖
皇
帝
(
七
O
五
年
二
月
・
五
月
)
則
天
大
聖
皇
后
(
七
O
六
年
六
月
・
七
O
七
年
二



月
・
七
O
九
年
一

一
月
)
|
則
天
皇
后
(
七
一

O
年
六
月
・
「
停
修
金
仙
・
玉
員
雨
観
詔
」
七
一
二
年
四
月
)
|
大
聖
天
后
(
「
編
子
史
冊
詔
」
七
一
二
年
四

月
・
同
年
五
月
)
と
壁
化
し
て
い
る
。
『
奮
唐
書
』
則
天
武
后
紀
に
依
れ
ば
、
武
后
の
稽
競
は
一
岬
龍
一
冗
年
(
七
O
五
)
正
月
の
退
位
時
に
則
天
大

聖
皇
帝
、
一
一
月
の
死
去
の
際
に
則
天
大
聖
皇
后
(
誼
競
も
同
じ
て
景
龍
四
年
(
唐
隆
一
冗
年
、
七
ム

O
)
六
月
の
容
宗
即
位
時
に
天
后
、
い
く
ば

(
日
)

く
な
ら
ず
し
て
追
隼
し
て
大
聖
天
后
、
改
競
し
て
則
天
皇
太
后
と
な
っ
て
い
る
。
さ
き
に
列
翠
し
た
詔
救
丈
の
表
現
の
饗
化
は
、
基
本
的
に
は

こ
の
稽
競
の
推
移
に
封
躍
し
て
い
る
。
唐
隆
一
冗
年
六
月
に
天
后
で
は
な
く
則
天
皇
后
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
容
宗
即
位
前
の
温
王
重
茂
の
制
に

お
け
る
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
詔
救
文
中
の
武
后
の
表
現
は
正
式
に
定
め
ら
れ
た
武
后
の
稿
競
そ
の
も
の
に
則
っ
て
い
た
、
と

見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
。
次
の
玄
宗
朝
以
後
の
詔
救
に
は
武
后
に
言
及
し
た
も
の
が
見
ら
れ
な
く
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
武
后
の
正
式
の
稽

競
そ
の
も
の
が
容
宗
朝
に
定
め
ら
れ
て
か
ら
饗
化
し
な
く
な
る
こ
と
と
連
動
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
逆
に
言
え
ば
、
中
宗
・
容
宗
に
と
っ
て

賓
の
母
で
あ
る
則
天
武
后
の
存
在
は
、
否
定
し
よ
う
に
も
否
定
し
切
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
中
宗
朝
・
容
宗
朝
の
詔
救
に
お
け
る

武
后
の
表
現
か
ら
、
こ
の
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

73 

四

第
二
章
で
鼠
に
遮
べ
た
如
く
、
玄
宗
朝
に
な
る
と
祖
宗
に
言
及
す
る
時
に
武
后
に
も
鰯
れ
る
詔
救
は
な
く
な
る
。
以
下
そ
の
事
賓
を
確
か
め

な
が
ら
、
玄
宗
朝
の
詔
救
が
租
宗
に
言
及
す
る
時
の
そ
の
仕
方
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

初
め
に
、
『
詔
令
集
」
巻
七
五
「
明
皇
即
位
謁
太
廟
赦
」
に
は

我
が
国
家
は
首
出
し
て
元
を
聞
き
、
丈
を
縫
ぎ
統
を
暦
け
、
七
代
は
徳
を
観
て
、
至
這
は
生
人
に
沿
く
、
一
一
一
后
は
天
に
在
り
、
世
裕
は

み

す

後
嗣
に
光
つ
。
太
上
皇
帝
、
道
は
賓
表
を
超
え
、
功
は
帝
先
に
軟
ぐ
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
玄
宗
が
即
位
し
て
二
箇
月
後
の
先
天
二
年
(
七
二
一
)

一
O
月
四
日
に
行
っ
た
謁
廟
の
後
の
大
赦
丈
で
あ
る
。
「
七
代
観
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徳
」
と
「
三
后
在
天
」
に
は
そ
れ
ぞ
れ
典
擦
が
あ
り
、
「
向
童
日
』
商
童
日
成
有
一
徳
に
は
「
七
世
之
廟
、
以
て
徳
を
観
る
可
く
、
高
夫
之
長
、
以
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て
政
を
観
る
可
し
」
と
あ
る
。
世
は
太
宗
李
世
民
の
詳
の
一
字
で
あ
る
の
で
、
唐
代
で
は
「
七
代
之
廟
、
可
以
観
徳
」
と
引
か
れ
る
こ
と
に
な

る
。
即
ち
、
皇
帝
の
祖
先
七
世
代
の
こ
と
と
な
る
が
、
昔
時
は
唐
園
公
の
稽
競
を
最
初
に
得
た
李
虎
(
太
租
)
の
父
李
天
錫
を
光
皇
帝
と
し
、

以
下
太
組
・
世
組

(
l
代
組
、
李
柄
)
・
高
組
・
太
宗
・
高
宗
及
ぴ
中
宗
を
太
廟
に
祭
っ
て
い
た
。
こ
の
大
赦
丈
は
玄
宗
が
太
廟
に
謁
し
た
際
の

も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
七
代
が
そ
の
ま
ま
「
七
代
観
徳
」
の
「
七
代
」
に
首
た
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

一
方
、
三
后
に
つ
い
て
は

「
毛
詩
」
大

雅
下
武
に
「
三
后
は
天
に
在
り
、
王
は
京
に
配
す
」
と
あ
り
、
毛
俸
に
は
「
一
一
一
后
、
大
王
・
王
季
・
丈
王
也
。
玉
、
武
王
也
」
と
あ
る
。
さ
ら

に
鄭
筆
に
は
「
此
の
一
一
一
后
は
肢
に
浸
し
て
登
遣
す
、
精
気
は
天
に
在
り
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
三
后
は
周
王
朝
を
聞
い
た
武
王
よ
り
前

の
三
代
で
あ
り
、
そ
れ
を
唐
に
嘗
て
山
飲
め
れ
ば
高
祖
以
前
の
光
皇
帝
・
太
租
・
世
租
(
代
租
)
と
い
う
三
代
に
な
り
、
教
は
合
、
っ
。
し
か
し
、

前
の
「
七
代
」
で
数
に
入
っ
て
い
た
三
代
を
敢
え
て
取
り
出
し
て
言
い
直
す
、
と
い
う
の
も
蹄
に
落
ち
な
い
。
鄭
筆
に
「
此
三
后
既
浸
登
遅
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
太
廟
に
祭
ら
れ
て
い
な
い
李
天
錫
よ
り
前
の
唐
朝
の
祖
先
を
漠
然
と
指
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に

(
国
)

し
で
も
、
以
上
の
「
七
代
」
「
三
后
」
に
則
天
武
后
が
入
っ
て
い
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

(
口
)

な
お
、
容
宗
は
玄
宗
に
譲
位
す
る
時
に
太
上
皇
帝
を
名
乗
っ
た
が
、
文
中
で
は
そ
の
功
は
帝
先
す
な
わ
ち
以
上
の
祖
先
を
軟
え
る
、
と
遮
べ
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て
い
る
。
ま
た
、
『
唐
丈
粋
』
巻
三
一

の
重
負
を
稗
き
、
道
奥
優
品
す
」
と
あ
る
。
玄
宗
が
即
位
し
た
時
に
南
郊
で
告
天
し
た
事
貰
に
つ
い
て
は
諸
書
に
記
述
が
な
い
が
、
即
位
昔
日

(
国
)

と
す
れ
ば
さ
き
の
「
謁
太
廟
」
よ
り
二
箇
月
早
い
八
月
三
日
の
こ
と
と
な
る
。
昔
時
の
容
宗
は
決
し
て
政
治
権
力
を
手
放
し
て
は
い
な
か
っ
た

「
唐
玄
宗
明
皇
帝
受
蹄
告
南
郊
丈
」
に
は
、
「
上
皇
は
高
機
を
理
む
を
厭
い
、
情
を
太
古
に
凝
ら
し
、
落

が
、
退
位
に
追
い
込
ま
れ
た
則
天
武
后
の
「
凝
懐
問
道
、
属
想
無
篇
」
(
川
中
宗
即
位
赦
)
と
同
じ
よ
う
な
、
「
凝
情
太
古
、
:
:
:
輿
這
優
准
」

と
い
う
表
現
で
譲
位
を
正
首
づ
け
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

次
に
、
『
補
編
』
下
巻
巻
二

O
が
「
林
一
万
州
牒
最
酷
詔
」
と
擬
題
す
る

の

詔
が
あ
り
、
「
太
上
皇
は
仁
は
高
寓
に
車
び
、
津
は
群
生
を
被
い
、
禁
虻
を
子
愛
し
、
刑
罰
を
慣
岨
す
」
と
容
宗
が
人
民
を
慈
し
ん
で
い
た
と

『
冊
府
元
亀
』
巻
一
五
一
帝
王
部
慣
罰
の
先
天
二
年
(
七
二
二
)
四
月
の

述
べ
て
い
る
。
次
に
、
『
補
編
』
上
巻
巻
三
が
「
受
太
上
皇
詰
勅
」
と
擬
題
す
る
同
書
巻
一

一
帝
王
部
櫨
統
三
の
同
年
七
月
発
酉
の
勅
が
あ
り
、



「
太
上
皇
、
志
は
無
賃
を
向
び
、
慈
の
俗
務
を
損
て
、
軍
国
の
庶
政
は
、
朕
朗
ら
(
川
l
v
S
F
)

に
成
る
に
委
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
が
、
容
宗
の
譲
位
を
承
け
て
玄
宗
が
即
位
し
て
か
ら
、
翌
年
七
月
の
玄
宗
に
よ
る
太
平
公
主
一
抵
の
諒
減
を
経
て
、
容
宗
が
大
権
を
返

上
し
て
政
治
か
ら
身
を
引
く
ま
で
の
玄
宗
の
詔
救
で
あ
る
。
初
め
の
「
謁
太
廟
赦
」
で
は
、
七
代
三
后
の
本
稿
の
解
稗
が
正
し
い
と
す
れ
ば
武

后
は
そ
の
中
に
教
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
容
宗
に
つ
い
て
は
功
績
が
組
先
に
優
越
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
容
宗
の
譲
位
と
大
権
の
返

上
と
に
関
わ
る
他
の
二
篇
「
受
禅
告
南
郊
丈
」
及
ぴ
「
受
太
上
皇
詰
勅
」
で
は
、
「
上
皇
厭
理
高
機
、
凝
情
太
古
」
「
太
上
皇
志
向
無
潟
、
指
翠

俗
務
」
と
述
べ
て
、
武
后
の
場
合
と
同
様
の
「
無
矯
に
遊
ぶ
こ
と
を
本
人
が
望
ん
だ
」
と
い
う
内
容
を
容
宗
引
退
の
理
由
と
し
て
い
る
。
「
補

編
』
下
巻
巻
二

O
が
「
令
雨
京
及
諸
州
長
官
親
理
一
兎
獄
詔
」
と
擬
題
す
る
、
こ
れ
ら
と
比
較
的
近
い
開
元
二
年
(
七
一
四
)
六
月
甲
子
の
制

(
『
冊
府
一
五
亀
』
巻
八
五
帝
王
部
赦
宥
四
)
に
は
、

つ
ね

伏
し
て
以
え
ら
く
、
太
上
皇
は
宴
居
保
衛
し
、
慮
い
を
清
聞
に
機
い
、
連
は
甘
泉
に
往
か
ざ
る
も
、
心
は
毎
に
沿
水
に
期
す
。

と
あ
る
。
「
補
編
』

の
擬
題
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
丈
白
瞳
は
雨
京
や
諸
州
の
長
官
に
善
政
を
行
う
よ
う
に
求
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
宴
居

75 

保
衛
、
株
慮
清
聞
」
と
い
う
の
は
、
容
宗
が
家
に
安
息
し
て
悠
々
自
適
す
る
こ
と
を
求
め
た
、
と
遮
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
誠
一
不

(
刊
日
)

往
子
甘
泉
、
心
毎
期
於
沿
水
」
と
い
う
の
は
、
漢
の
武
帝
が
紳
傍
に
あ
こ
が
れ
て
甘
泉
の
泰
時
に
郊
し
、
扮
水
で
后
土
を
記
っ
た
こ
と
に
容
宗

の
心
情
を
誓
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
玄
宗
の
制
に
わ
ざ
わ
ざ
「
伏
以
」
と
あ
る
の
は
、
昔
時
存
命
中
の
容
宗
に
配
慮
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

地
方
長
官
に
寛
罪
の
救
済
等
を
求
め
た
こ
の
よ
う
な
丈
で
も
、
容
宗
は
一
柳
仙
境
や
無
矯
の
世
界
に
あ
こ
が
れ
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。要

す
る
に
、
容
宗
存
命
中
に
唐
朝
の
祖
先
に
鰯
れ
た
玄
宗
の
詔
で
は
、
容
宗
自
身
が
無
矯
に
迫
遺
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
と
す
る
も
の
が

多
く
、
他
の
皇
帝
の
名
を
奉
げ
た
例
は
な
い
。
容
宗
の
稽
謂
は
初
め
の
太
上
皇
帝
を
除
い
て
太
上
皇
と
す
る
も
の
が
多
い
が
、
註
(
汀
)
に
暢
れ

た
よ
う
に
容
宗
は
譲
位
か
ら
崩
御
ま
で
太
上
皇
帝
を
栴
し
て
い
た
。
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次
に
『
張
説
之
丈
集
』
巻

一
に
、
張
説
「
上
黛
奮
宮
述
聖
頃
」
に
針
す
る
「
答
制
」
の
一
丈
が
あ
り
、
同
目
頭
に
「
往
者
中
宗
は
代
を
達
え
、
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き

ず

っ

(

占

貝

)

園
歩
は
微
き
穀
き
も
、
ム
大
は
我
が
唐
に
砕
い
し
、
大
命
は
容
宗
大
聖
異
皇
帝
に
集
ま
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
制
は
、
山
西
の
行
幸
で

紀
領
す
る
よ
う
に
張
説
ら
臣
下
が
要
請
し
た
こ
と
に
封
す
る
承
諾
の
丈
で
あ
る
。
文
中
に
「
農
を
陸
上
に
矯
し
」
と
あ
っ
て
、
扮
陰
の
陸
上
に

后
土
を
把
っ
た
こ
と
に
鰯
れ
る
が
、
玄
宗
に
よ
る
陸
上
の
后
土
記
は
、
開
元
一
一
年
(
七
一
一
一
一
一
)
一
一
月
と
開
元
二

O
年
一
一
月
と
の
二
度
行
わ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
張
説
は
開
元
一
八
年
に
亮
去
し
て
お
り
、
「
奮
唐
書
』
巻
九
七
張
説
惇
開
元
一

O
年
僚
に
も
太
原
へ
の
行
幸
で
雄
上
に

(
幻
)

后
土
を
記
る
よ
う
に
勧
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
て
、
右
の
制
は
開
元
一
一
年
の
も
の
と
特
定
で
き
る
。
「
中
宗
達
代
」
と
は
中
宗
が
章
后
に

毒
殺
さ
れ
た
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
こ
の
丈
は
中
宗
と
「
大
聖
貞
皇
帝
」
と
誼
さ
れ
た
容
宗
に
の
み
言
及
し
て
い
る
。

次
に
、
第
二
章
附
に
掲
げ
た
開
元
一
二
年
(
七
二
四
)
閏
一
一
一
月
の
、
翌
年
に
お
け
る
封
騨
の
賓
施
を
宣
言
し
た
「
聞
元
十
三
年
封
泰
山
詔
」

が
あ
り
、
こ
れ
が
唐
朝
初
代
以
降
の
皇
帝
に
直
接
言
及
し
た
玄
宗
朝
最
初
の
詔
書
と
な
る
。
註
(
7
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
武
丈
二
后
」
と
は

高
祖
と
太
宗
と
の
こ
と
で
あ
る
。
高
宗
・
中
宗
・
容
宗
に
つ
い
て
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
武
后
に
全
く
鰯
れ
て
い
な
い
こ
と
は
注
意
し

て
お
く
必
要
が
あ
り
、
こ
の
黙
は
以
下
の
事
例
で
も
同
様
で
あ
る
。
第
二
章
川
の
「
聞
元
玉
牒
丈
」
は
、
そ
の
封
施
(
巌
密
に
は
そ
の
う
ち
の

封
)
で
石
憾
の
中
に
入
れ
た
玉
牒
の
丈
で
あ
る
。
高
祖
・
太
宗
・
高
宗
・
中
宗
の
各
皇
帝
が
廟
競
で
記
さ
れ
て
お
り
、
末
尾
の
「
聖
父
」
は
容
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宗
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
封
樟
の
あ
と
の
同
年
一
一
月
一
一
一
日
に
護
布
さ
れ
た
、
『
詔
令
集
」
巻
六
六
の
「
開
元
十
三
年
東
封
赦
書
」
に
は

ゅ

朕
は
統
を
千
載
に
接
ぎ
、
光
を
五
葉
に
承
け
、
(
中
略
)
遂
に
高
租
・
太
宗
之
業
を
奉
遵
し
乾
封
之
典
を
憲
章
し
、
時
に
束
土
に
逼
き
、

岱
岳
に
柴
告
す
。

と
あ
る
。
五
葉
と
は
五
世
代
、
即
ち
高
組
・
太
宗
・
高
宗
・
中
宗
・
容
宗
の
こ
と
と
見
て
間
違
い
な
い
。
但
し
、
丈
中
で
は
高
租
・
太
宗
の
名

を
奉
げ
る
ほ
か
は
高
宗
の
乾
封
元
年
(
六
六
六
)
の
封
樟
に
摘
れ
る
の
み
で
、
中
宗
・
容
宗
に
つ
い
て
は
直
接
述
べ
て
は
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
開
元
二
二
年
の
封
時
前
後
の
詔
救
で
は
、
群
臣
の
要
請
に
陸
え
た
制
を
除
く
一
一
一
例
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
形
で
容
宗
以
前
の

す
べ
て
の
唐
の
皇
帝
に
摘
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
則
天
武
后
の
存
在
は
一
言
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
中
宗
朝
・
容
宗
朝
と
玄
宗
朝

と
で
は
則
天
武
后
に
釘
す
る
態
度
が
遣
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
貼
で
興
味
深
い
の
は
玄
宗
の
封
暗
に
関
す
る
江
川
式
部
氏
の
次
の



解
轄
で
あ
る
。
皇
帝
の
祭
記
で
は
主
た
る
祭
神
に
酒
を
三
度
献
げ
る
初
献
・
亜
献
・
終
献
の
三
献
の
儀
式
が
あ
る
が
、
高
宗
の
乾
封
元
年
の
封

踏
で
は
地
一
脚
の
皇
地
祇
を
杷
る
騨
の
祭
把
に
お
い
て
、
女
性
で
あ
る
武
后
が
亜
献
を
行
い
太
宗
の
越
園
太
妃
燕
氏
が
終
献
を
行
っ
た
。
張
説
は

こ
れ
を
批
判
し
て
、
乾
封
の
封
輯
で
皇
地
祇
に
丈
懐
皇
后
(
太
宗
の
長
孫
皇
后
)
を
配
し
て
い
た
の
に
封
し
、
開
元
一
三
年
の
封
租
で
は
皇
地
祇

に
父
の
容
宗
を
配
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
玄
宗
も
こ
れ
に
従
っ
た
。
ま
た
、
中
宗
景
龍
三
年
(
七
O
九
)
の
南
郊
の
祭
把
で
は
中
宗
の
章
皇

后
が
亜
献
を
行
っ
た
が
、
開
元
年
聞
に
お
い
て
親
王
が
亜
献
・
終
献
を
行
う
慣
例
が
確
立
し
、
そ
れ
が
封
韓
に
も
適
用
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
聞

つ
ま
り
、
開
元
前
半
期
に
は
亜
献
・
終
献
へ
の
親
王
任
命
の

(ロ)

定
例
化
と
並
行
し
て
、
高
宗
の
封
曜
と
中
宗
の
南
郊
と
の
事
例
に
針
す
る
否
定
的
許
慣
が
徹
底
し
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
封
曜
に
至
る
聞

元
一
三
年
の
封
暗
に
は
皇
后
や
外
戚
に
よ
る
皇
帝
親
祭
へ
の
閲
輿
は
な
く
な
る
。

元
前
半
期
の
玄
宗
の
祭
記
に
、
武
后
の
闘
興
し
た
祭
杷
の
方
式
に
封
す
る
こ
の
よ
う
な
否
定
的
な
姿
勢
が
見
ら
れ
る
こ
と
と
、
関
連
し
た
同
時

期
の
詔
救
に
武
后
へ
の
言
及
が
一
切
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
玄
宗
朝
に
至
っ
て
、
武
后
の
評
慣
や
扱
い
に
お
い

な
お
、
『
補
編
」
下
巻
巻
三

O
が
「
崇
杷
玄
元
皇
帝
制
」
と
擬
題
す
る
、
『
冊
府
元
亀
」
巻
五
三
帝
王
部
向
黄
老
一
の
聞
元
一
四
年
(
七
二
六
)
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て
中
宗
朝
・
容
宗
朝
か
ら
の
脱
却
が
計
ら
れ
た
、
と
一
言
う
べ
き
で
あ
る
。

九
月
の
制
で
は

玄
元
皇
帝
は
、
先
聖
の
宗
師
、
園
家
の
本
系
に
し
て
、
昔
草
昧
之
始
め
、
受
命
之
期
を
告
ぐ
。
高
租
は
之
に
麿
じ
、
遂
に
一
珊
降
之
所
に
於

て
廟
を
置
き
、
牒
を
改
め
て
神
仙
と
日
う
。

(
お
)

と
、
唐
朝
が
租
先
に
擬
定
し
て
聖
租
と
す
る
玄
元
皇
帝
に
つ
い
て
、
そ
の
姿
を
現
し
た
所
に
高
租
が
廟
を
置
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の

護
布
年
次
は
封
梢
関
係
の
諸
例
に
近
接
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
必
要
に
陸
じ
て
特
定
の
皇
帝
に
言
及
す
る
詔
救
と
、

さ
き
の
諸
例
の
よ
う

に
前
代
の
皇
帝
す
べ
て
に
言
及
す
る
詔
救
と
は
、
皇
帝
に
言
及
す
る
こ
と
の
意
義
を
匝
別
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
『
唐
大
詔
令
集
』
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巻
六
の
聞
一
冗
二
六
年
(
七
三
八
)
「
答
朝
集
使
蒋
欽
緒
等
上
隼
披
詔
」
に
、

惟
れ
聖
と
丈
輿
、
罵
ぞ
軽
議
す
る
を
得
ん
や
。
況
や
太
宗
・
容
宗
は
倶
に
聖
誼
を
稽
す
、
予
末
小
子
、
安
ぞ
敢
え
て
之
と
同
じ
く
せ
ん
や
、
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宜
く
来
表
を
断
つ
べ
し
。

と
あ
る
の
は
、
玄
宗
の
隼
競
で
あ
る
開
元
神
武
皇
帝
に
「
聖
」
字
と
「
丈
」
字
と
を
加
え
よ
う
と
す
る
蒋
欽
緒
等
に
封
し
て
、
玄
宗
が
こ
れ
を

(
剖
)

断
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
太
宗
と
容
宗
と
に
個
別
れ
て
い
る
の
は
、
太
宗
が
丈
武
聖
皇
帝
、
容
宗
が
大
聖
貞
皇
帝
と
、
雨
者
の
誼
競
に

「
聖
」
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
特
に
そ
れ
以
上
の
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
例
は
多
数
あ
る
が
、
以
下
で

は
太
宗
に
閲
す
る
高
宗
朝
の
事
例
を
除
い
て
取
り
上
げ
な
い
こ
と
と
す
る
。

玄
宗
の
詔
救
で
唐
の
歴
代
皇
帝
に
絹
れ
た
最
後
の
例
は
第
二
章
の
矧
と
州
、
す
な
わ
ち
安
史
の
乱
後
に
本
人
が
退
位
を
徐
儀
な
く
さ
れ
る
際

の
も
の
で
あ
り
、
共
に
起
草
者
は
買
至
で
あ
る
。
同
は
長
安
か
ら
局
に
蒙
塵
し
た
玄
宗
が
普
安
部
に
至
っ
て
下
し
た
詔
で
、
皇
太
子
の
甫
宗
ら

主
だ
っ
た
白
分
の
子
に
各
地
の
節
度
使
等
の
職
務
を
輿
え
、
睦
制
の
立
て
直
し
を
計
っ
た
も
の
で
あ
る
。
附
の
引
用
丈
は
玄
宗
に
至
る
唐
朝
の

統
治
を
回
顧
し
た
冒
頭
近
く
の
部
分
で
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
皇
帝
の
交
代
を
正
首
化
す
る
た
め
の
詔
救
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。

し
ゆ
っ
た
い

し
か
し
、
皇
帝
の
権
威
に
闘
わ
る
重
大
事
の
出
来
し
た
時
に
護
布
さ
れ
た
黙
は
同
じ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
『
冊
府
元
亀
』
巻
一
一
一
一
一
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帝
王
部
征
討
二
は
こ
の
詔
の
後
に
、

た
が
い

初
め
江
嶺
之
人
、
京
師
の
賊
に
陥
り
、
輿
駕
の
所
在
を
知
ら
ざ
る
を
聞
き
、
互
相
に
震
骸
す
。
是
の
詔
を
見
る
に
及
び
、
遠
近
相
賀
し
、

効
す
所
有
る
を
思
、
っ
。

と
い
う
一
丈
を
添
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
詔
救
の
護
布
に
よ
っ
て
皇
帝
の
身
の
安
全
が
地
方
に
惇
え
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
賄
で
、
唐
代

の
詔
救
の
役
割
の
一
面
を
示
し
た
丈
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
矧
の
引
用
丈
も
、
今
回
の
詔
救
の
こ
の
よ
う
な
役
割
を
音
山
識
し
て
起
草
さ
れ
て
い

た
の
で
は
な
か
ろ
、
っ
か
。

し
か
し
、
皇
太
子
の
覇
宗
は
濁
断
で
霊
武
に
即
位
し
て
い
た
。
同
の
護
布
は
天
賓
一
五
載
(
七
五
六
)
七
月
一
五
日
丁
卯
、
粛
宗
の
即
位
は

三
目
前
の
一
一
一
日
甲
子
で
あ
る
(
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
二
八
)
o

そ
の
日
の
う
ち
に
即
位
を
玄
宗
に
告
げ
る
粛
宗
の
使
者
が
立
て
ら
れ
た
が
、
成
都

に
落
ち
延
び
た
玄
宗
の
許
に
着
い
た
の
は
八
月
一
一
一
日
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
粛
宗
の
即
位
を
認
め
て
自
ら
は
太
上
皇
を
稽
す
る
こ
と
を
玄
宗



が
宣
言
し
た
の
が
削
で
あ
る
。
こ
の
詔
と
別
に
玄
宗
は
惇
国
賓
と
玉
加
と
を
帯
宗
に
届
け
た
が
、
そ
の
玉
加
丈
の
日
附
は
天
賓
一
五
載
七
月
一

(
お
)

一
一
日
甲
子
と
な
っ
て
お
り
、
粛
宗
の
即
位
昔
日
に
日
附
を
湖
ら
せ
て
そ
の
即
位
を
正
嘗
化
す
る
配
慮
を
示
し
て
い
る
。
附
に
比
べ
る
と
、
附
に

見
え
る
高
粗
か
ら
容
宗
に
至
る
五
帝
の
事
績
の
形
容
は
簡
略
で
あ
る
が
、
唐
朝
の
瞳
制
の
立
て
直
し
と
人
心
の
牧
援
と
を
意
圃
し
た
附
と
霜
宗

の
即
位
を
追
認
し
た
附
と
の
、
詔
救
と
し
て
の
役
割
の
相
遣
を
反
映
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
、
川
で
は
「
朕
承
五
聖
之
諜
訓
、
師

三
代
之
淳
撲
」
と
い
う
丈
が
績
い
て
い
る
。
「
五
聖
」
は
高
粗
か
ら
容
宗
ま
で
の
唐
朝
の
五
帝
と
取
る
の
が
素
直
で
あ
ろ
う
。
「
一
一
一
代
」
が
何
を

指
す
か
は
五
聖
と
の
封
北
で
は
特
定
で
き
な
い
が
、
「
淳
撲
」
と
い
う
形
容
詞
か
ら
す
る
と
夏
段
周
三
代
の
こ
と
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

玄
宗
朝
で
過
去
の
唐
の
皇
帝
に
欄
れ
た
詔
救
は
以
上
で
あ
る
。
そ
し
て
、
過
去
の
唐
朝
の
皇
帝
す
べ
て
に
言
及
す
る
詔
救
も
附
が
最
後
で
あ

る
。
零
細
な
事
例
ま
で
検
討
し
た
が
、
則
天
武
后
に
鯛
れ
た
も
の
が
一
例
も
無
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
江
川
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
玄
宗

朝
で
は
封
樟
に
至
る
過
程
に
お
い
て
、
皇
地
抵
の
配
一
紳
や
亜
献
・
終
献
の
人
選
で
武
后
や
章
后
の
方
式
の
縛
換
が
計
ら
れ
て
い
た
。
武
后
の
賓

て
そ
の
解
稗
は
改
め
ら
れ
(
註
〈
M
〉
参
照
)
、
唐
朝
の
帝
位
継
承
を
帝
室
の
李
氏
の
み
に
限
定
す
る
方
向
は
明
確
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

79 

子
で
あ
る
中
宗
や
容
宗
の
時
に
は
、
武
后
の
政
治
を
巳
む
を
得
な
い
権
宜
の
政
治
と
す
る
従
権
の
解
程
が
取
ら
れ
て
い
た
が
、
玄
宗
朝
に
至
つ

方
向
は
玄
宗
が
太
平
公
主
を
倒
し
た
あ
と
、
政
治
か
ら
身
を
引
い
た
容
宗
の
崩
御
し
た
開
元
四
年
(
七
一
六
)
に
は
鮮
明
と
な
っ
て
い
っ
た
。

従
っ
て
、
唐
朝
先
代
の
皇
帝
に
鯖
れ
た
玄
宗
朝
の
詔
救
に
武
后
が
登
場
し
な
い
の
は
、
そ
の
こ
と
白
煙
武
后
に
封
す
る
玄
宗
の
許
債
を
示
す
も

の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

五

次
に
粛
宗
以
降
の
唐
朝
に
お
け
る
詔
救
中
の
先
帝
の
扱
い
を
瞥
見
し
て
い
く
。
前
述
の
よ
う
に
、
皇
帝
を
一
人
一
人
列
奉
す
る
例
は
見
ら
れ

な
く
な
る
の
で
、
以
下
に
は
過
去
の
唐
帝
を
代
数
で
示
す
事
例
の
み
を
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。
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初
め
に
、
代
宗
康
慎
二
年
(
七
六
回
)
二
月
一
一
一
日
に
殻
布
さ
れ
た

『
詔
令
集
」
巻
六
九
「
唐
徳
二
年
南
郊
赦
」
が
あ
り
、
冒
頭
に
「
惟
れ



238 

我
が
高
租
・
太
宗
之
邦
を
有
つ
や
、
上
帝
に
昭
事
せ
ざ
る
同
く
、
最
恭
に
し
て
寅
畏
、
神
輿
符
を
合
し
、
七
聖
は
天
に
在
り
て
、
春
命
は
、
水
え

に
固
し
」
と
あ
る
。
こ
の
場
合
の
七
聖
は
高
粗
か
ら
粛
宗
ま
で
の
七
代
の
皇
帝
と
考
え
て
よ
く
、
則
天
武
后
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
先

立
つ
貫
一
悠
二
年
(
七
六
三
)
三
月
に
は
玄
宗
と
甫
宗
と
の
埋
葬
が
相
継
い
で
行
わ
れ
た
が
、
『
丈
苑
英
華
』
中
恋
人
三
六
王
結
「
玄
宗
大
明
皇
帝
哀

冊
丈
」
に
は
「
惟
れ
皇
は
一
を
得
て
、
帝
(
文
粋
は
乾
に
作
る
)
を
承
け
て
五
を
嗣
ぐ
」
、
同
巻
の
装
士
滝
「
粛
宗
大
宣
孝
皇
帝
哀
冊
丈
」
に
は

(
お
)

「
丈
は
昭
に
武
は
穆
に
、
累
聖
は
光
を
重
ね
、
七
葉
は
容
(
今
に
治
に
作
る
)
を
増
す
」
と
あ
る
。
玄
宗
の
「
帝
を
承
け
て
五
を
嗣
ぐ
」
の
五

は
高
組
か
ら
容
宗
ま
で
の
五
帝
、
粛
宗
の
七
葉
は
玄
宗
の
よ
う
に
「
嗣
い
だ
」
丈
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
に
玄
宗
と
粛
宗
自
身
と
を
加
え
た
七

代
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
哀
冊
丈
は
誼
珊
丈
と
共
に
陵
墓
中
に
納
め
ら
れ
る
丈
で
あ
り
、
公
聞
を
前
提
と
し
て
い
る
大
赦
丈
と
は
文
章
と
し
て
の

役
割
が
遣
う
。
し
か
し
、
過
去
の
皇
帝
の
代
数
は
や
は
り
則
天
武
后
を
除
外
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
大
暦
一
四
年
(
七
七
九
)

か
が
や

崖
一
桁
甫
「
代
宗
容
丈
皇
帝
哀
所
文
」
(
同
書
同
巻
)
に
、
「
有
唐
嘩
か
ざ
ら
ん
や
、
帝
命
叶
わ
ざ
ら
ん
や
、
幽
豆
融
蔵
廷
に
し
て
、
八
葉
に
盛
ん
な

り
」
と
あ
る
八
葉
も
、
高
租
か
ら
代
宗
ま
で
の
八
代
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
同
巻
の
元
和
元
年
(
八
O
六
)
七
月
一
一
日
壬
午
の
超
宗
儒
「
順

さ
い
わ

宗
至
徳
大
聖
大
安
孝
皇
帝
哀
加
丈
」
に
「
十
葉
は
慶
い
を
壬
い
に
し
、
京
の
駿
命
を
磨
く
」
と
あ
る
十
葉
も
、
高
粗
か
ら
順
宗
ま
で
の
十
代

一
O
月
四
日
の
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で
あ
る
。

哀
冊
丈
以
外
の
事
例
に
筆
を
一
民
す
と
、
「
詔
令
集
』
に
は
皇
帝
の
代
数
に
間
れ
た
以
下
の
六
例
の
詔
救
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
律
宗
興

元
元
年
(
七
八
四
)
七
月
一
一
一
一
一
日
の
巻
一
二
三
「
平
朱
批
後
車
駕
還
京
赦
」
に
は
、
「
園
家
受
命
し
、
百
七
十
載
、
八
聖
慶
い
を
儲
え
、
下
人
に

敷
佑
す
」
と
あ
る
。
こ
の
八
聖
は
、
代
宗
の
哀
冊
丈
の
八
葉
と
同
じ
高
組
か
ら
代
宗
ま
で
の
八
代
を
指
す
。
憲
宗
元
和
二
年
(
八
O
七
)
正
月

三
日
の
巻
七

O
「
元
和
二
年
南
郊
赦
」
に
は

我
が
固
家
は
武
を
組
と
し
て
丈
を
宗
と
し
、
天
を
継
ぎ
て
運
を
撫
し
、
聾
名
の
被
う
所
、
車
書
は
必
ず
同
じ
な
り
。
桃
を
承
け
て
極
に
御

お
お

し
、
業
は
十
聖
に
光
い
に
、
元
を
盟
し
て
紀
競
し
、
年
は
将
に
二
百
た
る
べ
し
。

と
あ
る
。
こ
れ
も
さ
き
の
順
宗
の
哀
冊
丈
同
様
、
十
聖
は
高
祖
か
ら
順
宗
ま
で
の
十
帝
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
組
武
は
高
組
、
宗
丈
は
太
宗
の
こ



と
で
あ
る
(
註
〈
7
〉
参
照
)
。
丈
宗
大
和
三
年
(
八
二
九
)
八
月
の
巻
一
一
一
一
一
「
雲
王
庭
湊
詔
」
に
、
「
朕
は
寡
昧
を
以
て
、
昌
園
を
獲
守
し
、

二
百
飴
年
之
杢
基
を
享
け
、
十
三
列
聖
之
洪
業
を
纂
ぐ
」
と
あ
る
十
三
列
聖
は
、
高
粗
か
ら
敬
宗
ま
で
の
一
三
帝
で
あ
る
。
藤
宗
成
一
連
一

O
年

つ

つ

し

つ

つ

し

お

そ

あ

や

ぷ

一
O
月
の
巻
一
一
一
五
「
平
徐
州
制
」
に
、
「
朕
は
砂
身
を
以
て
、
亙
業
を
獲
承
し
、
度
み
恭
み
傷
れ
属
み
、
基
に
十
載
た
り
。

(
八
六
九
)

況
や
十
七
聖
之
鴻
休
を
荷
い
、
三
百
年
之
慶
砕
を
紹
ぐ
」
云
々
と
あ
る
十
七
聖
は
、
高
組
か
ら
宣
宗
ま
で
の
一
六
代
と
す
る
と
代
数
が
合
わ
な

ぃ
。
こ
れ
の
み
武
后
を
数
え
上
げ
て
い
る
の
か
、
十
七
聖
は
十
六
聖
の
誤
記
で
あ
る
の
か
の
い
ず
れ
か
と
な
ろ
う
。
こ
の
貼
は
、
以
下
の
例
を

見
て
あ
ら
た
め
て
再
考
し
た
い
。

績
い
て
信
宗
中
和
四
年
(
八
八
四
)

一
一
一
月
の
巻
一
一

O
「
誠
論
藩
鎮
詔
」
に
、
「
我
が
固
家
は
天
暦
白
ら
蹄
し
、
無
外
に
君
臨
し
、
十
七
聖

は
玄
津
を
諒
流
し
、
恵
み
を
生
霊
に
積
む
」
と
あ
る
十
七
聖
は
、
高
祖
か
ら
諸
宗
ま
で
の
一
七
代
と
見
て
問
題
な
い
。
『
詔
令
集
』

で
は
、
同

じ
信
宗
の
巻
八
六
「
光
啓
三
年
(
八
八
七
)
七
月
徳
音
」
が
、
唐
帝
の
代
数
を
奉
げ
た
最
後
の
事
例
と
な
る
。
こ
れ
に
も
、
「
朕
は
砂
身
を
以
て
、

大
賓
を
嗣
暦
し
、
三
百
年
之
宗
一
吐
を
垂
れ
、
十
七
聖
之
威
霊
を
奉
る
」
と
あ
っ
て
、

や
は
り
高
租
か
ら
諜
宗
ま
で
の
一
七
代
を
数
え
上
げ
て
い
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る
。
こ
の
ほ
か
、

『
補
編
』
上
巻
巻
一
に
「
昭
宗
遺
詔
」
と
擬
題
す
る

『
奮
唐
書
』
哀
帝
紀
天
一
晴
元
年
(
九
O
四
)
八
月
一
一
一
一
日
の
丈
に
は
、

「
我
が
国
家
は
陪
を
化
し
て
唐
と
矯
し
、
天
下
を
奄
有
し
、
三
百
年
之
盛
業
、
十
八
葉
之
取
光
た
り
o

(
中
略
)
百
昨
・
卿
士
は
、
悲
の
沖
人

(
哀
帝
)
を
佑
け
、
我
が
高
租
・
太
宗
之
休
烈
を
載
揚
せ
よ
」
と
あ
る
。
こ
の
丈
は
昭
宗
を
拭
殺
し
た
蒋
玄
障
の
矯
詔
で
あ
る
が
、
十
八
葉
は

や
は
り
高
粗
か
ら
信
宗
ま
で
の
一
八
代
で
あ
る
。
さ
き
の
成
通
一

O
年
の
「
平
徐
州
制
」
は
長
文
な
の
で
敢
え
て
全
丈
は
引
用
し
な
い
が
、
特

に
こ
の
丈
の
み
武
后
に
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
見
え
る
十
七
聖
は
十
六
聖
の
誤
記
で
あ
る
、
と
素
直

に
考
え
て
問
題
は
な
い
と
思
う
。

以
上
、
帯
宗
以
後
の
詔
救
で
唐
代
の
皇
帝
の
代
数
を
奉
げ
た
例
を
検
討
し
た
が
、

一
例
以
外
は
哀
加
文
も
含
め
て
武
后
を
除
い
た
皇
帝
の
代

数
を
琴
、
げ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
例
外
と
な
る
「
平
徐
州
制
」
の
丈
に
も
、
特
に
武
后
を
数
え
上
げ
る
必
然
性
は
見
書
た
ら
な
い
。
粛
宗

239 

朝
以
後
は
玄
宗
朝
の
嬰
更
を
受
け
て
、
唐
朝
の
皇
帝
の
代
数
に
則
天
武
后
を
含
め
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
粛
宗
朝
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以
後
唐
末
に
至
る
ま
で
、
玄
宗
朝
に
壁
化
し
た
武
后
の
評
債
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
た
の
で
あ
る
。

ー」ー-J、

最
後
に
後
回
し
に
し
た
、
先
帝
に
言
及
し
た
則
天
武
后
以
前
の
詔
救
を
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
太
宗
の
場
合
は
先
帝
は
高
組
の
み
と
な
る

の
で
、
高
宗
と
武
后
自
身
の
諸
例
と
を
奉
げ
て
お
く
。
高
宗
朝
の
詔
救
に
は
嘗
然
武
后
に
言
及
し
た
も
の
は
な
い
が
、
唐
朝
の
詔
救
に
お
け
る

先
帝
の
扱
い
の
情
況
を
全
般
的
に
確
認
す
る
た
め
に
は
、
高
宗
朝
の
詔
救
の
検
討
も
逸
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
作
業
と
な
る
。

高
宗
の
詔
救
で
は
、
高
祖
・
太
宗
の
壁
方
に
摘
れ
た
例
は
徐
り
多
く
は
な
く
、
む
し
ろ
太
宗
の
み
に
欄
れ
た
例
が
多
い
。
そ
こ
で
初
め
に
太

宗
の
み
に
欄
れ
た
例
を
瞥
見
し
て
お
く
。
『
補
巻
』
上
巻
巻
一
が
「
高
宗
即
位
大
赦
詔
」
と
擬
題
す
る
、
『
奮
唐
書
』
高
宗
紀
上
貞
観
二
三
年

(
六
四
九
)
六
月
甲
戊
朔
の
詔
に
は
、
「
大
行
皇
帝
奄
か
に
普
天
を
棄
て
、
痛
み
は
心
霊
を
貫
く
こ
と
、
湯
火
に
置
く
が
若
し
」
と
あ
る
。
大
行

皇
帝
と
は
、

五
月
に
崩
御
し
た
ば
か
り
の
太
宗
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
『
補
編
』
下
巻
巻
二
三
が
「
求
賢
詔
」
と
擬
題
す
る

巻
六
七
帝
王
部
求
賢
一
の
同
年
九
月
の
詔
に
は
、
「
太
宗
文
皇
帝
、
神
明
は
徳
に
配
し
、
霊
武
は
資
を
品
兼
ね
、
援
拾
を
掃
い
て
匝
夏
に
王
た
り
、

『
冊
府
元
亀
」
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陰
陽
を
混
ぜ
て
天
地
を
作
る
」
と
あ
る
。
次
に
、
『
補
編
』
上
巻
巻
一
が
「
改
元
永
徽
詔
」
と
擬
題
す
る
同
書
巻
一
五
帝
王
部
年
競
の
、
水
徽
元

年
(
六
五
O
)
正
月
辛
丑
の
詔
に
は
、
「
太
宗
丈
皇
帝
、
翼
ん
で
天
罰
を
行
い
、
寧
ん
じ
て
匝
夏
を
一
に
す
」
と
あ
る
。
次
に
、
「
文
苑
英
華
』

巻
四
六
四
翰
林
制
詔
四
五
の
、
水
徽
二
年
(
六
五
一
)
閏
九
月
一
四
日
の
「
詳
定
刑
名
制
」
に
は
、
「
太
宗
丈
皇
帝
、
至
遁
は
名
づ
け
難
く
、
玄
功

合

さ

か

え

(

引

)

は
測
れ
ず
、
乱
を
接
め
て
正
し
き
に
反
し
、
獄
を
悩
み
て
刑
を
慎
む
。
語
弊
之
絵
源
を
枇
し
、
繁
苛
之
峻
法
を
削
る
、
道
藻
り
刑
措
か
れ
る
こ

(
お
)

と
二
十
飴
年
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
高
宗
朝
の
詔
救
で
太
宗
に
摘
れ
る
も
の
は
即
位
直
後
か
ら
翌
々
年
の
永
徽
二
年
ま
で
の
例
と
な
り
、

即
位
後
の
数
年
間
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
大
行
皇
帝
」
と
述
べ
る
即
位
赦
を
除
け
ば
、
太
宗
の
稽
謂
は
す
べ
て
「
太
宗
丈
皇
帝
」
で
あ

(
鈎
)

る
。
太
宗
の
誼
競
は
首
初
は
丈
皇
帝
、
上
元
元
年
(
六
七
四
)
か
ら
文
武
聖
皇
帝
と
な
っ
た
(
註
〈
7
〉
参
照
)
o

つ
ま
り
、
以
上
の
稽
謂
は
首

初
の
誼
競
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。



高
宗
の
詔
救
で
高
祖
・
太
宗
の
聾
方
に
崩
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
『
詔
令
集
」
巻
六
六
「
乾
封
玉
牒
文
」
に
「
高
祖
は
黄
誠
に
杖
り
て
禁
元

を
救
い
、
玄
亀
を
錫
わ
り
て
況
溺
を
握
、
っ
。
太
宗
は
功
は
煉
石
よ
り
宏
く
、
直
宇
を
再
庭
に
定
め
、
業
は
断
費
よ
り
吐
く
、
治
漠
を
飲
み
て
一

た
び
息
う
」
と
あ
る
。
高
宗
は
乾
封
元
年
(
六
六
六
)
正
月
朔
日
に
封
租
の
う
ち
の
封
の
儀
躍
を
行
っ
た
が
、
玉
牒
丈
は
そ
の
時
に
石
確
に
納

め
ら
れ
た
高
宗
の
祈
願
丈
で
あ
る
。
次
に
、
同
書
巻
九
九
に
あ
る
二
年
後
の
線
章
元
年
(
六
六
八
)

二
月
一
一
一
一
日
の
「
置
乾
封
明
堂
牒
制
」

。

」

+l
晶、
t
l
 

高
組
皇
帝
、
誕
い
に
霊
命
に
麿
じ
、
肇
め
て
景
業
を
聞
き
、
軒
頂
(
軒
較
と
嗣
頂
)
を
括
嚢
し
、
青
庭
(
赫
E
H
氏
と
大
庭
氏
)
を
芋
育
す
。

太
宗
丈
皇
帝
、
大
聖
も
て
期
に
登
り
、
天
白
り
哲
を
縦
た
れ
、
山
昆
民
間
之
猛
僚
を
撲
ち
、
沿
海
之
飛
流
を
極
い
、
謀
議
蕩
蕩
た
り
、
得
て
名

づ
け
る
無
し
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
堂
と
い
う
皇
帝
の
徳
治
を
象
徴
す
る
建
物
を
建
て
る
計
書
一
が
持
ち
上
が
っ
た
時
の
も
の
で
、
封
蹄
や
明
堂
に
由
来
す
る

(
削
)

牒
名
を
長
安
に
置
こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
高
組
や
太
宗
の
功
業
を
讃
え
る
貼
で
は
同
趣
旨
だ
が
、
形
容
す
る
語
句
は
長
く
な
っ
て
い
る
。
こ

の
ほ
か
、
同
書
巻
二
六
上
元
二
年
(
六
七
五
)
八
月
五
日
の
「
冊
誼
孝
敬
皇
帝
丈
」
は
、
高
宗
の
第
五
子
で
皇
太
子
の
身
分
で
莞
去
し
た
李
弘
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に
孝
敬
皇
帝
の
誼
披
を
授
輿
し
た
冊
丈
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

我
が
高
組
一
刺
亮
皇
帝
、
天
に
鷹
じ
て
物
を
御
し
、
乱
を
接
め
て
正
し
き
に
反
し
、
白
蛇
を
斬
り
て
天
下
を
定
め
、
蒼
児
に
誓
い
て
諸
侯
を

曾
し
、
高
邦
を
緩
ん
ず
る
を
底
し
、
六
合
を
口
寧
す
。
太
宗
文
武
聖
皇
帝
、
機
に
循
い
て
極
を
統
べ
、
震
を
出
し
て
階
を
聞
き
、
彩
石
を

そ

な

と

と

の

練
り
て
乾
網
を
補
い
、
横
流
を
撞
い
て
地
絡
を
恢
え
、
遠
き
は
穆
ぎ
適
き
は
甫
い
、
時
は
清
ら
か
に
し
て
額
五
l

す。

と
あ
る
。

高
宗
朝
に
お
い
て
太
宗
、
あ
る
い
は
高
祖
・
太
宗
雄
元
方
に
言
及
し
た
詔
救
は
以
上
で
あ
る
。
太
宗
の
み
に
輯
れ
た
丈
で
は
、
即
位
直
後
の
一

例
を
除
い
て
太
宗
の
稽
謂
は
太
宗
丈
皇
帝
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
高
租
・
太
宗
の
隻
方
に
鰯
れ
た
「
置
乾
封
・
明
堂
牒
制
」
に
も
嘗
て
は
ま
る
。
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最
後
の
「
冊
誼
孝
敬
皇
帝
丈
」
は
誼
冊
丈
と
い
う
性
格
上
、
高
租
神
嘉
皇
帝
・
太
宗
丈
武
聖
皇
帝
と
い
う
高
租
・
太
宗
の
誼
競
を
省
略
せ
ず
に
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記
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
太
宗
に
つ
い
て
は
誼
競
に
従
っ
て
丈
皇
帝
ま
た
は
丈
武
聖
皇
帝
の
稽
謂
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
首
初
の
誼

競
で
は
高
祖
が
大
武
皇
帝
、
太
宗
が
丈
皇
帝
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
太
宗
の
本
質
は
丈
と
評
倍
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
高

組
・
太
宗
の
隻
方
に
鰯
れ
た
例
で
は
、
、
最
後
の
「
冊
誼
孝
敬
皇
帝
丈
」
は
李
弘
に
孝
敬
皇
帝
の
誼
競
を
贈
る
上
で
、

そ
れ
以
前
の
高
租
・
太

宗
に
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
前
の
二
例
は
封
租
ゃ
、
貰
現
は
し
な
か
っ
た
が
明
堂
の
建
設
と
い
う
、
重
要
な
儀
曜
の
賓
施
に
関
わ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
高
宗
朝
で
は
、
太
宗
朝
以
前
に
比
べ
て
皇
帝
祭
杷
も
あ
る
程
度
賓
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
う
し
た
気
運
の
中
で
先
代
の

皇
帝
す
べ
て
を
畢
げ
て
こ
れ
を
稽
揚
す
る
事
例
も
出
て
き
た
、
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
な
お
偶
然
か
も
知
れ
な
い
が
、
古
同
組
・
太
宗
讐
方
に
絹

れ
る
丈
で
雨
者
の
形
容
が
次
第
に
長
く
な
る
こ
と
は
、
次
の
武
后
の
詔
救
に
お
け
る
高
組
l
高
宗
の
扱
い
と
比
べ
る
と
興
味
深
い
。

す
べ
て
で
あ
る
。
し
か
し
、

武
后
の
統
治
下
に
お
い
て
は
、
第
二
章
に
掲
げ
た
川
「
改
元
光
宅
詔
(
赦
)
」
・
凶
「
改
元
載
初
赦
」
が
、
唐
朝
の
先
帝
に
言
及
し
た
事
例
の

い
ず
れ
も
武
后
に
よ
る
権
力
獲
得
の
過
程
の
要
と
な
る
時
貼
で
の
重
要
な
詔
救
で
あ
っ
た
。
山
は
嗣
聖
元
年
(
六

八
四
)
九
月
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
年
の
二
月
に
武
后
は
中
宗
を
廃
し
て
塵
陵
王
と
し
、

そ
の
弟
の
容
宗
を
皇
帝
と
し
た
。
そ
し
て
九
月
の
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こ
の
詔
に
よ
っ
て
大
赦
改
元
し
て
光
宅
と
改
め
、
旗
臓
は
金
色
と
し
、
高
宗
の
末
年
か
ら
滞
在
し
て
い
た
東
都
洛
陽
を
神
都
と
改
名
し
て
事
賓

上
の
首
都
と
し
た
。
凶
の
「
中
宗
即
位
赦
」
で
鰯
れ
た
徐
敬
業
の
乱
が
起
き
た
の
は
、
九
月
の
こ
の
後
か
ら
一

O
月
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
丈
中
で
は
高
組
・
太
宗
・
高
宗
の
業
績
を
長
丈
を
以
て
讃
え
て
い
る
が
、
現
賓
の
武
后
の
政
治
は
逆
に
周
王
朝
樹
立
に
向
け
て
一
歩
踏
み

出
す
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
史
料
に
よ
っ
て
は
こ
の
詔
は
「
赦
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
行
政
法
規
の
壁
更
を
提
示
し
た
大
赦
丈
の
最

(
汎
)

初
の
例
と
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
賄
で
も
注
目
す
べ
き
詔
救
丈
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
大
赦
と
改
元
と
を
併
せ
て
宣
言
し
た
詔

で
あ
る
と
も
言
え
る
。

凶
は
、
周
制
に
擦
っ
て
建
子
月
を
正
月
、

赦
丈
で
あ
る
。
こ
の
年
の
九
月
に
至
っ
て
武
后
自
身
が
聖
紳
皇
帝
と
な
り
、
皇
帝
で
あ
っ
た
容
宗
を
降
し
て
皇
嗣
と
い
う
新
た
に
設
け
た
地
位

一
一
一
月
を
臨
月
、
正
月
を
一
月
と
し
て
、
永
昌
一
冗
年
一
一
月
を
載
初
元
年
正
月
に
改
め
た
時
の
大

に
置
き
、
唐
の
園
競
を
改
め
て
周
と
し
た
。
即
ち
凶
は
周
建
園
の
年
に
、
そ
れ
に
先
ん
じ
て
暦
制
を
周
正
に
改
め
た
そ
の
時
の
大
赦
文
な
の
で



あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
高
祖
・
太
宗
・
高
宗
の
事
績
に
つ
い
て
、
山
ほ
ど
で
は
な
い
が
比
較
的
長
文
で
形
容
し
て
い
る
。
但
し
皇
帝
ご
と

に
そ
の
内
容
を
見
る
と
、
基
本
的
に
川
の
形
容
を
踏
ま
え
て
作
文
し
て
い
る
と
ニ
コ
ヲ
ん
る
。
高
組
に
闘
す
る
修
辞
が
、
針
句
も
含
め
て
類
同
で
あ

る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
太
宗
に
つ
い
て
も
、
川
の
「
負
日
月
而
暦
運
、
鼓
雷
差
以
震
威
」
と
凶
の
「
曜
官
主
弓
之
暦
数
、
鼓
雷
電
之
雄

威
」
と
は
同
巧
異
曲
の
表
現
で
あ
る
。
高
宗
に
つ
い
て
は
類
似
の
表
現
を
用
い
な
い
よ
う
に
注
意
を
捕
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
山
の

「
受
緑
錯
之
柏
符
、
麿
朱
線
之
景
命
」
と
凶
の
「
票
雷
淳
之
柏
符
、
降
天
縦
之
一
神
器
」
と
は
似
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

要
す
る
に
、
川
と
凶
と
は
そ
れ
ぞ
れ
周
建
園
の
節
目
の
時
期
に
護
せ
ら
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
内
容
的
に
も
連
績
性
が
強
い
の
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
内
容
は
、
高
租
か
ら
高
宗
ま
で
の
唐
帝
の
事
績
を
稽
揚
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
則
天
武
后
は
、
周
建
国
の
二
つ
の
重
要
な
段
階
で

唐
の
皇
帝
の
事
績
に
摘
れ
る
詔
や
赦
を
護
布
し
た
。
こ
の
詔
と
赦
と
は
合
わ
せ
て
大
赦
丈
と
も
一
括
し
得
る
が
、
そ
こ
で
は
い
ず
れ
も
唐
の
皇

帝
の
事
績
が
讃
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
武
后
は
周
王
朝
が
唐
王
朝
の
正
首
な
後
櫨
者
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
、
と
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考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
本
稿
を
草
す
る
殻
端
と
な
っ
た
の
は
、
唐
朝
復
活
後
の
詔
救
の
中
に
武
后
が
否
定
的
に
扱
わ
れ
て
い
な
い
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
例
で
あ
る
同
「
中
宗
即
位
赦
」
が
、
川
の
直
後
に
起
こ
っ
た
徐
敬
業
の
乱
を
否
定
的
に
扱
っ
て
い
る
の
も
、
武
后
か

ら
中
宗
へ
の
政
権
交
代
も
平
穫
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
強
調
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
判
断
し
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

七

以
上
、
唐
代
の
詔
救
に
見
え
る
歴
代
皇
帝
や
則
天
武
后
の
記
述
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
武
后
の
川
仰
や
本
稿
を
草
す
る
契
機
と
な
っ
た

中
宗
の
凶
は
、
持
換
期
に
首
た
っ
て
む
し
ろ
前
代
と
の
共
通
性
を
強
調
す
る
た
め
に
、
以
前
の
皇
帝
の
事
績
を
美
化
し
て
詳
述
し
た
感
が
強
い
。

そ
の
後
の
中
宗
朝
や
容
宗
朝
で
は
武
后
に
封
す
る
皇
帝
の
稽
競
は
無
く
な
り
、
「
則
天
大
聖
皇
后
」
「
大
聖
天
后
」
と
、
誼
披
の
嬰
化
に
麿
じ
て

武
后
の
栴
謂
の
形
容
句
は
逓
減
す
る
が
、
武
后
へ
の
言
及
は
容
宗
か
ら
玄
宗
へ
の
譲
位
の
直
前
ま
で
績
く
。
し
か
し
、
容
宗
朝
で
も
玄
宗
の
立

243 

太
子
に
関
わ
る
制
で
は
武
后
に
つ
い
て
全
く
鯛
れ
ず
、
ま
た
武
后
以
前
の
諸
帝
に
つ
い
て
も
欄
れ
な
い
。
そ
し
て
玄
宗
朝
に
な
る
と
武
后
に
鯛
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(
沼
)

れ
た
詔
救
は
一
切
無
く
な
る
の
で
、
玄
宗
の
登
場
時
に
武
后
の
扱
い
に
闘
わ
る
一
つ
の
断
絶
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
唐
朝
先
代
の
皇
帝
に

鯛
れ
た
粛
宗
以
降
の
詔
救
に
つ
い
て
は
、
皇
帝
の
代
数
を
記
す
も
の
の
み
を
奉
げ
た
が
、

一
例
を
除
い
て
武
后
の
在
位
は
数
え
ら
れ
て
い
な
い
。

残
る
一
例
の
「
平
徐
州
制
」
も
、
そ
こ
に
特
有
な
政
治
的
情
況
を
想
定
す
る
よ
り
は
、
車
な
る
誤
記
と
考
え
た
方
が
良
さ
そ
う
で
あ
る
。
ょ
っ

て
詔
救
等
を
見
る
限
り
、
則
一
大
武
后
の
扱
い
に
つ
い
て
は
皇
太
子
と
し
て
玄
宗
の
登
場
す
る
時
が
一
つ
の
轄
機
と
な
り
、
玄
宗
が
帝
位
に
聞
い

て
以
後
は
皇
帝
と
し
て
の
武
后
の
存
在
を
否
定
す
る
方
向
が
明
瞭
と
な
っ
た
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
今
後
、
こ
の
賄
を
念
頭
に
置
い
て
中
宗

朝
か
ら
玄
宗
朝
ま
で
の
政
治
過
程
を
見
直
す
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
則
天
武
后
の
統
治
が
容
宗
朝
ま
で
「
従
権
」
と
い
う
表
現

で
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
、
唐
朝
に
お
け
る
則
天
武
后
の
治
世
の
説
明
原
理
を
示
す
事
賓
と
し
て
重
嗣
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
高
宗
朝
・
玄
宗
朝
の
詔
救
文
で
先
代
の
皇
帝
に
言
及
し
て
い
る
例
を
見
る
と
、
封
繭
や
明
堂
建
設
プ
ラ
ン
の
推
進
と
い
っ
た
、
従
来

に
な
い
祭
把
の
賓
現
や
推
進
の
過
程
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
用
法
は
、
凶
の
中
宗
や
聞
の
容
宗
に
お
け
る
南
郊
や
北

郊
の
親
杷
の
場
合
と
も
共
通
す
る
。
そ
の
黙
で
も
、
武
后
に
よ
る
周
建
国
の
節
目
と
な
る
山
凶
及
び
中
宗
復
位
時
の
間
は
、
前
の
王
朝
と
の
連

績
性
を
強
調
す
る
と
い
う
そ
の
役
割
に
お
い
て
、
祭
杷
に
関
係
す
る
他
の
詔
救
に
比
べ
て
先
代
の
皇
帝
の
表
現
に
異
質
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
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い
た
、
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
唐
代
の
詔
救
の
中
に
唐
朝
歴
代
の
皇
帝
に
言
及
す
る
も
の
が
あ
る
貼
に
注
目
し
、
そ
の
中
の
皇
帝
が
ど
の
よ

う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
、

一
見
些
細
な
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
詔
救
を
通
覧
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
唐
代

の
政
治
面
に
お
け
る
歴
史
意
識
を
探
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
賄
は
、
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
多
く
の
詔
救
に
お
け
る
先
帝

の
稽
謁
は
誼
競
に
従
っ
て
い
た
。
よ
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
を
考
え
る
時
に
誼
競
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
こ
と
も
、
同
時
に
明
ら
か
と
な

(
お
)

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
唐
代
の
詔
救
全
般
で
高
組
・
太
宗
が
封
に
な
っ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
、
そ
の
場
合
多
く
の
例
で
高
租
日

武
・
太
宗
H

文
と
い
う
位
置
附
け
の
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
唐
朝
に
お
け
る
高
租
・
太
宗
の
公
的
評
債
を
示
す
例
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ

ろ、っ。こ
の
よ
う
に
、
あ
る
政
治
的
局
面
の
課
題
が
そ
の
時
貼
の
儀
曜
ゃ
、
そ
の
儀
曜
の
賓
施
に
闘
わ
る
一
弔
問
救
・
大
赦
丈
等
の
分
析
を
通
し
て
把
握



で
き
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
貼
で
政
治
史
に
お
け
る
儀
礎
的
側
面
の
研
究
を
軽
覗
し
で
は
な
ら
な
い
が
、
詔
救
や
大
赦
丈
は
そ
の
護
布
を
通
し

つ
い
て
も
今
後
は
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。

て
朝
廷
の
政
治
的
課
題
を
全
中
園
枇
舎
に
結
び
つ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
観
貼
か
ら
、
朝
廷
の
祭
杷
儀
曜
と
地
域
と
の
闘
わ
り
に
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局
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史
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古
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『
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古
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皇
帝
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の
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波
書
庖
、
二
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O
六
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十
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的
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園
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大
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史
拳
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・
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園
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皐
曾
(
日
本
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・
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央
研
究
院
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言
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《
新
史
学
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版
(
園
立
政
治
大
挙
歴
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系
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表
)
、

二
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O
八
年
、
参
照
。

(
4
)

本
文
の
最
後
の
「
無
関
帝
載
」
は
、
順
接
に
讃
む
と
そ
れ
ま
で
の

文
と
意
味
が
逆
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
の
ま
ま
反
語
に
謹
む
の
は

や
や
苦
し
い
。
四
庫
全
書
本
の
『
詔
令
集
』
で
は
「
照
開
帝
載
」
と

あ

ら

た

な
っ
て
い
る
(
束
京
大
準
大
皐
院
生
新
田
一
川
規
氏
の
御
敬
一
不
に
依

る
)

0

(
5
)

「
包
冠
義
膏
」
の
義
は
伏
義
氏
、
青
は
赫
膏
氏
(
炎
帝
)
で
あ
ろ

ぅ
。
こ
の
四
字
全
髄
の
意
味
は
、
高
宗
の
事
績
は
伏
義
氏
・
赫
膏
氏

を
上
回
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(
6
)

「
補
編
』
下
巻
巻
一
八
に
は
、
「
嗣
后
土
制
」
と
題
し
て
川
の
「
太

極
元
年
北
郊
赦
」
と
ほ
ぼ
同
一
の
文
が
牧
録
さ
れ
、
年
代
も
「
開

元
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
文
の
引
用
文
の
後
に
は
「
朕

以
砂
身
、
恭
荷
杢
構
:
:
:
」
と
績
い
て
お
り
、
こ
れ
が
開
元
年
聞
の

詔
救
で
あ
れ
ば
容
宗
の
存
在
に
は
全
く
鰯
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
文
中
に
も
「
故
以
歳
首
、
粛
事
耀
宗
、
品
一
久
按
令
辰
、
親
相
方

津
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
容
宗
に
よ
る
太
極
元
年
正
月
の
南
郊
親
杷

(
粛
事
程
宗
)
と
五
月
の
北
郊
親
把
(
唐
代
で
は
方
津
は
北
郊
と
同

じ
)
の
こ
と
と
見
て
何
ら
問
題
な
い
。
『
補
編
』
は
『
文
苑
英
華
」

巻
四
二
五
「
一
刷
后
土
制
」
に
依
り
、
玄
宗
が
開
元
一
一
年
(
七
二

一
一
一
)
と
開
元
二

O
年
と
の
二
回
、
込
山
陰
(
山
西
省
)
の
市
土
記
を
親

記
し
て
い
る
の
で
年
代
を
「
開
元
」
と
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
誤

り
で
あ
る
。

(
7
)

次
に
「
泊
子
高
宗
」
と
あ
る
の
で
、
「
武
文
二
后
」
は
高
組
と
太

き
み

宗
と
を
指
す
と
見
て
誤
り
な
い
。
后
は
君
主
の
意
。
『
詔
令
集
』
巻

五
「
改
元
大
和
赦
」
に
「
我
有
唐
組
武
租
文
、
光
宅
天
下
、
列
聖
承

統
、
滋
一
康
阪
中
」
と
あ
る
「
租
武
組
文
」
も
、
高
租
と
太
宗
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
本
文
に
後
述
す
る
貞
観
二
三
年
(
六
四
九
)
九
月
(
五

月
に
太
宗
は
死
去
)
の
「
求
賢
詔
」
(
『
補
編
』
下
巻
巻
二
三
、
山
川
典

は
「
加
府
元
通
』
巻
六
七
帝
王
部
求
賢
二
に
「
太
宗
文
皇
帝
、
神
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明
配
徳
、
霊
武
粂
資
」
と
あ
る
よ
う
に
、
唐
の
詔
救
文
で
「
太
宗
文

皇
帝
」
と
栴
し
て
い
る
例
は
多
い
。
高
租
と
太
宗
と
を
連
稽
ま
た
は

列
翠
し
て
い
る
例
も
多
い
。
そ
し
て
、
「
詔
令
集
』
を
一
一
一
一
「
用

奮
銭
詔
」
(
乾
封
二
年
〈
六
六
七
〉
五
月
)
に
「
高
租
援
乱
反
正
、

愛
創
軌
模
、
太
宗
立
極
承
天
、
無
所
改
作
」
と
あ
る
の
を
見
る
と
、

高
組
は
援
乱
反
一
止
の
功
に
よ
っ
て
武
と
評
債
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
武
文
二
后
」
と
あ
る
場
合
の
「
武
文
」
と
は
、
武
后
日

高
組
・
文
后
H

太
宗
な
の
で
あ
る
。
『
補
編
』
下
巻
巻
二
三
「
進
賢

能
詔
」
(
貞
観
九
年
〈
六
三
五
〉
一
一
月
、
出
典
は
「
加
府
元
亀
』

巻
六
三
帝
王
部
議
披
令
二
」
)
に
「
高
祖
文
皇
帝
、
天
縦
一
刑
武
、
暦

銭
受
固
」
と
あ
る
「
高
租
文
皇
帝
」
は
、
先
帝
に
高
組
し
か
い
な
い

太
宗
朝
の
特
例
と
見
倣
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
高
祖
の
誼
競
は
蹴
御
嘗
初
は
大
武
皇
帝
、
上
元
元
年
(
六

七
四
)
八
月
に
神
桑
皇
帝
、
天
貫
一
一
一
一
載
(
七
五
回
)
二
月
に
神
完

大
聖
火
光
孝
皇
帝
、
太
宗
の
読
競
は
賞
初
は
文
皇
帝
、
上
元
元
年
八

月
に
文
武
聖
皇
帝
、
天
資
一
三
載
二
月
に
文
武
大
聖
大
康
孝
皇
帝
と

な
り
、
上
元
元
年
以
降
太
宗
の
誼
競
に
「
武
」
字
が
加
わ
る
。
し
か

し
例
え
ば
、
『
文
苑
英
華
」
巻
四
七

O
翰
林
制
詔
五
一
「
奥
紘
花
斯

可
汗
主
目
(
命
日
昌
三
年
〈
八
四
一
二
〉
二
一
月
の
も
の
)
に
、
「
我
太
宗
文

皇
帝
、
聖
徳
高
於
百
王
、
英
才
秩
於
千
古
」
と
あ
る
よ
う
に
、
唐
後

宇
に
な
っ
て
も
太
宗
の
こ
と
を
「
文
皇
帝
」
と
稽
し
て
い
る
詔
救
は

少
な
く
な
い
。

(
8
)

凶
に
関
わ
る
景
龍
三
年
南
郊
祭
杷
、
聞
に
関
わ
る
太
極
元
年
北
郊

祭
記
が
、
そ
れ
ぞ
れ
唐
朝
政
治
史
に
果
た
し
た
役
割
は
や
や
判
り
に

く
い
か
も
知
れ
な
い
。
山
は
章
吊
が
中
宗
の
南
郊
記
に
参
加
し
、
自

ら
の
政
権
奪
取
の
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
た
際
の
大
赦
文
で
あ
る
。
同

は
、
そ
の
牟
后
が
諒
殺
さ
れ
容
宗
が
即
位
し
た
後
に
、
毒
殺
さ
れ
た

中
宗
の
喪
が
明
け
て
か
ら
容
宗
が
行
っ
た
一
連
の
祭
杷
の
最
後
の
北

郊
杷
に
件
、
つ
大
赦
文
で
あ
り
、
唐
代
で
北
郊
杷
が
皇
帝
の
親
杷
で
行

わ
れ
た
の
は
こ
の
会
凶
の
み
で
あ
っ
た
。
ま
た
附
川
に
闘
わ
る
玄
宗

の
封
禅
は
、
同
の
後
の
零
宗
や
太
平
公
主
と
玄
宗
と
の
針
立
、
太
一
小

公
主
今
日
以
の
打
倒
を
経
て
、
玄
宗
が
自
ら
の
統
治
の
安
定
を
確
信
し

て
行
っ
た
祭
記
で
あ
る
。
従
っ
て
、
凶
川
附
川
に
高
組
以
降
の
各
皇

帝
の
事
績
が
回
顧
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詔
赦
が
設
布

さ
れ
た
時
黙
に
関
係
す
る
祭
記
の
果
た
し
た
政
治
的
役
割
か
ら
説
明

し
得
る
の
で
あ
る
。
註
(
2
)
所
掲
拙
著
『
中
園
古
代
皇
帝
祭
杷
の
研

究
』
第
七
章
「
唐
代
に
お
け
る
郊
紀
・
宗
廟
の
運
用
」
及
び
拙
著

『
古
代
中
固
と
皇
帝
祭
紀
』
汲
古
書
院
、
二

O
O
一
年
、
第
七
章

「
唐
代
皇
帝
祭
杷
の
二
つ
の
事
例
」
(
初
山
山
は
一
九
一
八
八
年
)
参
照
。

(
9
)

文
宗
即
位
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
尾
形
勇
「
中
園
の
邸
位
儀
耀
」
、

東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
日
本
古
代
史
講
座
第
九
巻
『
東
ア
ジ
ア
に

お
け
る
儀
雄
と
園
家
』
所
枚
、
早
生
祉
、
一
九
八
二
年
、
及
び
註

(
2
)
所
掲
拙
著
「
中
園
古
代
皇
帝
祭
記
の
研
究
』
第
八
章
四
「
唐
代

の
即
位
儀
躍
」
参
照
。

(
日
)
徐
敬
業
と
並
ん
で
「
務
挺
潜
庭
於
沙
場
」
と
記
さ
れ
て
い
る
務
挺

は
程
務
挺
で
あ
ろ
う
。
「
沙
場
」
は
、
程
務
挺
が
左
武
衛
大
将
軍
・

車
子
這
安
撫
大
使
と
し
て
突
阪
と
封
峠
し
て
い
た
こ
と
を
指
す
の
で

あ
ろ
う
。
但
し
、
程
務
挺
は
徐
敬
業
と
滑
か
に
臆
接
し
て
い
た
と
い

う
議
言
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
も
の
で
、
直
接
反
乱
を
起
こ
し
た
わ
け

で
は
な
い
(
『
奮
唐
書
』
巻
八
三
程
務
挺
惇
)

0
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(
H
)
『
全
唐
文
」
巻
一
七
に
「
答
敬
障
請
削
武
氏
王
爵
表
勅
」
と
題
し

て
牧
録
さ
れ
て
い
る
。
東
洋
文
庫
唐
代
史
研
究
委
員
曾
編
『
唐
代
詔

勅
日
銀
』
(
東
洋
文
庫
、
一
九
八
一
年
)
は
、
『
資
治
通
鑑
』
巻
二

O

八
中
宗
神
龍
元
年
(
七
O
五
)
五
月
焚
己
(
一
五
円
)
僚
に
敬
障
等

の
上
表
が
略
引
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
救
文
を
榊
龍
元
年
五

月
の
も
の
と
す
る
。

(
ロ
)
こ
の
全
節
に
つ
い
て
は
人
物
名
を
特
定
で
き
な
か
っ
た
。
識
者
の

御
教
示
を
乞
、
つ
。

(
日
)
遊
詩
の
習
慣
の
あ
る
中
園
で
は
、
詔
蚊
等
の
皇
帝
の
本
名
が
直
筆

さ
れ
ず
に
「
詳
」
と
の
み
記
さ
れ
る
場
合
が
往
々
に
し
て
あ
る
。
皇

太
子
の
場
合
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
そ
の
一
例
で
立
宗
の
こ
と
で
あ
り
、

「
誇
」
の
部
分
は
賓
際
に
は
「
隆
基
」
と
記
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ

る。

(
比
)
『
奮
唐
書
」
虫
色
二
五
種
儀
志
五
、
開
元
四
年
(
七
一
六
)
の
太
常

卿
美
岐
の
上
表
に
は

伏
見
太
廟
中
則
天
皇
后
配
高
宗
天
皇
大
帝
、
題
云
天
后
聖
帝
武

氏
。
伏
尋
昔
居
寵
秩
、
親
承
顧
託
、
因
婦
大
政
、
一
事
乃
従
権
。

榊
龍
之
初
、
己
去
帝
鏡
、
山
主
義
等
不
閑
政
健
、
復
題
帝
名
。
若

又
使
帝
競
長
存
、
恐
非
聖
朝
通
典
。
夫
七
刷
者
、
高
組
神
嘉
皇

帝
之
廟
也
、
父
昭
子
穆
、
租
徳
宗
功
、
非
夫
帝
子
天
孫
、
乗
乾

出
震
者
、
不
得
升
耐
於
斯
実
。
但
皇
后
耐
刷
、
配
食
高
宗
、
位

披
蓮
田
章
、
無
宜
稽
帝
。
今
山
陵
円
近
、
升
耐
非
達
、
請
中
陳
告

之
儀
、
因
除
聖
帝
之
字
、
直
題
云
則
天
皇
后
武
氏
。
詔
従
之
。

と
あ
る
。
印
ち
、
開
元
四
年
段
階
で
太
廟
中
の
高
宗
室
に
配
さ
れ
た

則
天
武
后
の
一
神
主
(
位
牌
)
に
は
「
天
后
聖
帝
武
氏
」
と
あ
っ
た
o

美
岐
に
擦
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
武
后
が
「
親
し
く
(
高
宗
の
)
顧
託

を
承
け
、
肉
り
て
大
政
を
撮
し
、
事
乃
ち
権
に
従
つ
」
た
こ
と
に
あ

っ
た
。
本
文
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
玄
宗
朝
の
詔
救
か
ら
は
武
后
を

唐
朝
の
先
帝
に
含
め
る
例
は
見
ら
れ
な
く
な
る
が
、
そ
の
場
合
で
も

開
一
川
初
期
に
は
武
后
の
治
世
を
「
従
権
」
と
説
明
し
て
い
た
の
で
あ

る
、
そ
し
て
、
こ
の
時
の
太
廟
中
に
お
け
る
武
后
の
稽
競
「
一
大
后
聖

帝
武
氏
」
は
、
本
文
に
列
撃
し
た
誼
披
に
は
合
致
し
て
い
な
い
。
こ

の
貼
に
つ
い
て
は
、
本
文
で
言
及
し
た
誼
競
の
嬰
化
や
唐
刺
の
宗
廟

制
度
の
問
題
と
併
せ
て
、
機
舎
を
改
め
て
詳
述
し
た
い
。
差
し
蛍
た

り
、
現
段
階
で
気
附
い
た
貼
を
簡
略
に
遮
べ
る
と
以
下
の
如
く
で
あ

る。
ま
ず
、
容
宗
即
位
時
の
「
天
后
」
の
稽
競
が
「
大
聖
天
后
」
に
改

め
ら
れ
た
の
は
景
雲
元
年
(
七
一

O
)
一
O
月
で
あ
る
(
『
資
治
通

鑑
』
巻
二
一

O
)
o
し
か
し
、
延
和
元
年
(
七
一
二
)
八
月
三
日
庚

了
の
玄
宗
即
位
か
ら
二
日
後
の
壬
寅
に
は
、
大
聖
天
后
が
聖
帝
天
后

と
改
め
ら
れ
た
(
同
書
同
巻
)
。
従
っ
て
、
大
聖
天
后
の
橋
披
は
こ

の
時
ま
で
縫
績
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
「
聖
帝
天
后
」
は
、

本
註
の
初
め
に
引
い
た
美
佼
の
上
表
に
あ
る
「
米
后
聖
帝
」
の
方
を

正
し
い
も
の
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
美
肢
の
上
表
に
は
「
紳
龍

初
年
に
帝
競
を
去
っ
た
の
に
(
武
后
崩
御
時
)
、
山
今
義
等
は
政
樫
に

閑
わ
ず
再
び
帝
名
を
復
し
た
」
と
あ
っ
た
が
、
『
蓮
田
唐
童
日
」
巻
七

O

界
義
停
に
擦
れ
ば
、
山
今
義
は
明
ら
か
に
太
平
公
主
一
一
以
で
あ
る
。
す

る
と
、
美
岐
の
上
表
の
「
昔
居
寵
秩
、
親
承
顧
託
、
因
撮
大
政
、
事

乃
従
権
。
一
利
龍
之
初
、
己
去
帝
披
、
山
今
義
等
不
閑
政
健
、
復
題
帝

名
」
の
従
権
も
、
武
后
の
治
世
は
高
宗
の
顧
託
に
よ
る
臨
時
の
措
置
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で
あ
っ
た
、
と
い
う
意
味
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
以
後
の
文
は
、

「
神
龍
元
年
に
帝
競
は
返
上
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
山
岳
寸
義
等
は
政

情
を
理
解
せ
ず
:
:
:
」
と
、
逆
接
の
関
係
で
繋
が
る
の
で
あ
ろ
う
。

す
る
と
結
局
、
武
后
の
在
位
を
合
理
化
す
る
用
語
と
し
て
の
「
従

権
」
は
、
あ
く
ま
で
中
宗
・
容
宗
刺
に
お
け
る
説
明
用
語
と
し
て
機

能
し
た
の
で
あ
り
、
容
宗
の
崩
御
と
共
に
皇
帝
と
し
て
の
武
后
の
存

在
は
葬
り
去
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

(
日
)
註
(
H
H
)

か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
則
天
皇
太
后
は
子
と
し
て
の
容

宗
の
立
場
か
ら
呼
ん
だ
時
の
稀
謂
で
あ
る
。

(
日
)
以
上
の
「
七
代
」
「
三
后
」
の
解
穆
に
つ
い
て
も
新
田
元
規
氏
の

御
数
一
不
を
得
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

(
口
)
容
宗
が
玄
宗
に
譲
位
し
て
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
太
上
皇
帝
を
名
乗

っ
て
い
た
こ
と
は
、
中
村
裕
一
『
肩
代
制
救
研
究
』
第
一
章
第
七
節

「
唐
代
の
詰
」
(
汲
古
書
院
、
一
九
九
一
年
、
初
出
は
一
九
八
八
年
)

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
同
)
玄
宗
の
'
即
位
に
お
け
る
南
郊
告
天
と
謁
廟
と
の
意
義
に
つ
い
て
は
、

註
(
2
)
所
掲
拙
著
『
中
園
山
代
皇
帝
祭
杷
の
研
究
」
第
八
章
四
1

「
玄
宗
即
位
時
の
謁
廟
の
解
緯
」
(
初
出
は
会
九
九
二
年
)
参
照
。

な
お
、
「
明
皇
即
位
謁
太
廟
赦
」
を
『
補
編
』
巻
ム
は
「
玄
宗
受
禅

制
」
と
擬
題
し
て
先
天
二
年
七
月
の
も
の
と
す
る
が
、
誤
り
で
あ
る
。

ま
た
巻
一
八
は
、
「
唐
十
三
不
明
皇
帝
受
精
告
南
郊
文
」
を
『
全
唐

文
』
虫
色
三
八
元
宗
一
九
に
従
っ
て
「
受
樟
告
南
郊
文
」
と
題
す
る
が
、

皇
帝
を
粛
宗
に
誤
っ
て
い
る
。

(
印
)
『
漢
書
』
郊
記
志
上
下
及
び
註
(
8
)
所
掲
拙
著
『
古
代
中
園
と
皇

帝
祭
紀
」
第
三
章
「
漢
代
の
郊
紀
と
宗
廟
と
明
堂
及
び
封
樟
」
(
初

出
は
会
九
八
二
年
)
参
照
。

ム
)

(
却
)
こ
の
「
答
制
」
は
、
『
全
唐
文
』
者
二

O
元
宗
に
「
答
張
説
進
上

童
…
奮
宮
述
聖
領
制
」
と
題
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)
『
補
編
』
は
十
巻
径
一
九
に
「
答
張
説
進
上
黛
蓮
田
官
遮
聖
訓
頃

制
」
と
し
て
本
制
を
収
録
す
る
が
、
年
次
を
明
示
し
て
い
な
い
。
ま

た
、
玄
宗
に
よ
る
開
元
一
一
年
の
諸
祭
記
親
祭
の
意
義
に
つ
い
て
は
、

註
(
8
)
所
掲
拙
稿
「
唐
代
皇
帝
祭
杷
の
二
つ
の
事
例
」
参
照
。

(
勾
)
江
川
式
部
「
唐
朝
祭
記
に
お
け
る
三
献
」
(
『
駿
塞
史
民
子
』
第
二
一

九
披
、
二

O
O六
年
)
。

(
お
)
玄
元
皇
帝
は
太
上
玄
元
皇
帝
の
略
稽
で
、
乾
封
元
年
の
封
梢
後
に

老
子
の
郷
里
と
さ
れ
る
宅
州
に
高
宗
が
立
ち
寄
っ
た
二
月
己
末
に
迫

競
さ
れ
た
(
『
奮
唐
書
』
高
宗
紀
下
)
。

(
弘
)
「
答
朝
集
使
蒋
欽
緒
等
上
隼
競
詔
」
は
『
補
編
』
上
巻
巻
一
に
牧

録
さ
れ
て
い
る
が
、
『
全
唐
文
』
巻
三
今
に
擦
っ
て
お
り
、
年
次
を

明
示
し
て
い
な
い
。
な
お
『
奮
唐
童
H

」
玄
宗
紀
上
関
元
一
八
年
(
七

一一一

O
)
快
に
は

是
歳
百
僚
及
華
州
父
老
累
表
請
、
上
隼
競
内
請
加
童
文
雨
字
、

並
封
西
川
獄
。
不
允
。

と
あ
り
、
玄
宗
の
隼
競
に
聖
・
文
の
二
字
を
加
え
よ
う
と
す
る
動
き

は
、
開
元
一
八
年
に
は
始
ま
っ
て
い
た
。

(
お
)
註
(
2
)
所
掲
拙
著
『
中
国
古
代
皇
帝
祭
記
の
研
究
」
第
八
章
「
中

凶
古
代
の
即
位
儀
曜
と
郊
記
・
宗
廟
」
五
一
一
一
了
五
一
六
頁
参
照
。

(
お
)
『
文
苑
英
華
』
の
引
用
文
の
(
)
内
は
原
註
。
引
刷
文
の
解
稽

に
も
関
係
す
る
の
で
念
の
篇
に
掲
げ
て
お
く
。

(
幻
)
金
子
修
一
・
河
内
春
人
・
榊
佳
子
・
江
川
式
部
「
大
唐
元
陵
儀
注
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試
緯
(
六
)
」
(
『
園
皐
院
大
島
ナ
大
阻
学
院
紀
要
|
|
文
開
字
研
究
科
|
|
」

第
三
八
輯
、
二

O
O
七
年
)
に
は
、
「
代
宗
容
文
皇
帝
哀
加
文
」
の

註
調
停
も
収
録
し
て
お
い
た
(
執
筆
は
榊
佳
子
)
。

(
お
)
『
補
編
』
下
巻
巻
二

O
は
「
全
唐
文
』
巻
一
一
か
ら
こ
の
文
を
採

り
、
後
布
年
次
を
、
水
徽
初
と
す
る
。
ま
た
、
こ
の
文
は
「
唐
大
詔
令

集
』
巻
八
二
に
「
頒
行
新
律
詔
」
と
題
し
て
収
録
さ
れ
て
お
り
、
末

尾
の
原
註
で
は
護
布
年
月
を
、
水
徽
二
年
九
月
と
す
る
。
し
か
し
、

『
文
苑
英
華
』
の
「
詳
定
刑
名
制
」
に
比
べ
る
と
節
略
が
甚
だ
し
く
、

『
文
苑
英
華
」
の
本
文
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。

(
却
)
『
通
典
」
所
載
の
代
宗
の
喪
葬
儀
穫
で
あ
る
『
大
唐
元
陵
儀
注
」

に
擦
れ
ば
、
崩
御
し
た
先
帝
を
枢
に
納
め
る
大
級
ま
で
先
帝
を
「
大

行
皇
帝
」
と
稽
し
、
績
く
前
漬
か
ら
は
大
行
皇
帝
の
稀
を
用
い
な
く
な

る
。
そ
し
て
、
新
帝
の
即
位
は
大
級
と
殖
と
の
聞
に
行
わ
れ
る
。
金

子
修
一
・
金
子
由
紀
・
河
内
春
人
・
榊
佳
子
・
牧
飛
鳥
・
江
川
式
部

「
大
唐
元
陵
儀
注
試
調
停
(
三
)
」
(
『
山
梨
大
準
教
育
人
間
科
悶
晶
子
部
紀

要
』
第
五
巻
第
二
披
、
二

O
O
四
年
)
参
照
。
終
南
山
の
翠
微
宮
で

貞
観
二
三
年
(
六
四
九
)
五
月
二
六
日
己
巳
に
崩
御
し
た
太
宗
の
場

合
、
枢
を
太
極
殿
に
移
し
て
二
九
日
壬
申
に
護
喪
、
六
月
甲
戊
朔
日

に
太
極
殿
に
積
し
、
常
円
に
高
宗
が
即
位
し
た
。
二
箇
月
後
の
八
月

249 

た
て
ま
つ

四
日
丙
子
に
文
皇
帝
の
誼
披
と
太
宗
の
廟
競
と
を
上
り
、
一
八
日

庚
寅
に
昭
陵
に
葬
っ
た
(
『
奮
唐
書
』
太
宗
紀
下
)
o

従
っ
て
、
大
行

皇
帝
の
稽
競
の
行
わ
れ
た
の
は
六
月
一
日
ま
で
と
な
る
が
、
骨
回
日
の

「
高
宗
印
位
大
赦
詔
」
に
の
み
大
行
皇
帝
の
稽
謂
が
用
い
ら
れ
て
い

る
の
は
、
『
大
唐
元
陵
儀
注
』
の
考
察
か
ら
得
ら
れ
る
結
果
に
合
致

1
V
J
t
いフ但。

(
初
)
乾
封
元
年
(
六
六
六
)
に
長
安
牒
に
乾
封
勝
を
析
置
し
、
高
年
際

に
明
堂
牒
を
析
置
し
た
。
た
だ
し
、
長
安
三
年
(
七

O
三
)
に
雨
豚

と
も
廃
さ
れ
て
い
る
(
『
奮
唐
書
」
巻
三
八
地
理
志
一
)

C

ま
た
、
明

堂
そ
の
も
の
は
高
宗
朝
に
は
賓
現
し
な
か
っ
た
。

(
況
)
高
成
政
「
従
「
改
元
光
宅
詔
』
的
結
構
奥
性
質
来
看
唐
代
赦
文
的

愛
化
」
、
中
園
唐
史
皐
曾
第
九
届
年
曾
論
文
、
雲
南
省
昆
明
市
、
二

O
O
四
年
七
月
。

(
お
)
註
(
比
)
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
開
元
四
年
(
七
一
六
)
の
容
宗
の

崩
御
と
共
に
、
太
廟
の
神
主
に
お
け
る
「
天
后
聖
帝
武
氏
」
の
稽
競

も
「
則
天
皇
后
武
氏
」
に
改
め
ら
れ
た
。

(
お
)
誼
競
も
含
む
唐
代
諸
皇
帝
の
一
隼
践
の
印
刷
民
遷
に
つ
い
て
は
、
戸
崎
折
口

彦
「
唐
諸
帝
競
孜
」
上
下
(
『
『
彦
根
論
叢
』
第
二
六
四
競
・
二
六
六

競
、
一
九
九

O
年
)
参
照
。
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played a role as a part of popular culture of Shanghai. At the same time, it was

the popular culture that developed in Shanghai that provided the social environ

ment that assured the survival of the Kunju theatre.

The composition of the actresses that performed in the Kunju theatre gradually

changed. Actresses from families of professional actors began to appear in addition

to the actresses and jinu ~x 17:. of the Maoer xi ensemble. Furthermore, famous

actresses who had been invited from northern regions where Jingju had developed

also became active in the Kunju theatre of Shanghai. Actresses in this way widen

ed their sphere of activity to extend throughout the nation and exceed the charac

ter of any single metropolitan area. And the concessions in the open port cities

provided a particularly good environment for the development of the Kunju theatre

and actresses.

The close of the last Kunju theatre in 1917 signified the advent of the age of

theatre performed by both men and women. The Kunju theatre declined, but

actresses began to perform together with actors and further developed their pro

fession.

THE APPRAISAL OF EMPRESS WU IN THE IMPERIAL

EDICTS OF THE TANG DYNASTY

KANEKO Shl1ichi

Although briefly interrupted by the Zhou dynasty of Zetian Wuhou, Empress

Wu, the Tang dynasty continued for nearly three hundred years both before and

after the Zhou. How the Tang dynasty appraised the Zhou dynasty of Empress

Wu was thus an important problem for the Tang. By examining the edicts of the

Tang dynasty that listed previous emperors, it is possible to approach this prob

lem based on the expressions used in the Tang court's own edicts.

With the exception of edicts from the period prior to Gaozong's reign when the

names of only one or two emperor's were listed, nine edicts from the Tang dynas

ty, which include edicts of general pardon, listed all previous emperors. They

were: 1) the Edict Renewing the Reign to Guangzhai 2j(5G:Jt~§tj , 2) Pardon on

the Renewal of the Reign to Zaichu 2j( 5G $X 1)] W9:, 3) Pardon on the Accession of

Zhongzong ~*~p1}[W9:, 4) Pardon of the Southern Outskirts in the Third Year

of the Reign of Jinglong ~i~:=:~ l¥J~~ W9:, 5) Pardon of the Northern Outskirts of

the First Year of the Taiji Reign *t~5G~~~~~W9:, 6) Edict of the Feng Ritual at
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Taishan in 13th year of the Kaiyuan Era 1m5G+=:~!t~LlJ~, 7) Prayer for the

Feng Ritual in 13th year of the Kaiyuan Era 1m5G~Jl~Jt, 8) Edict of Xuanzong on

the Occasion of the Imperial Progress to Puanjun ~*¥tf~Wfl11j 9) Edict of the

Ming Emperor [Xuanzong] Ordering the Accession of Suzong ~~*%_*~P13L

~ . These edicts were issued in limited circumstances such as when Zetian

Wuhou was clearly in the process of establishing the Zhou dynasty (edicts 1 and

2), the period of Empress Wu's decline and Zhongzong's rise (edict 3), that of the

general pardons that were important ceremonial events for Zhongzong and

Ruizong (edicts 4 and 5), through the period of Xuanzong's fengchan ceremony at

the start of his reign (edicts 6 and 7), to the time of Xuanzong's abdication due to

the turmoil of the An Shi revolt (edicts 8 and 9). Edicts that list all previous

emperors were all issued in the mid-Tang when the dynasty was facing major po

litical changes.

Among these, praise for the achievements of Gaozu, Taizong, and Gaozong

are prominent in 1) and 2); Zetian Wuhou is referred to as emperor in 3) and the

suppression of the movement against Empress Wu is praised. In the periods of

transition from Tang to Zhou and Zhou to Tang, there was no move to deny the

achievements of the previous emperor, but the reverse, since by affirming them a

peaceful political transition could be emphasized. Empress Wu was not referred to

as emperor in 4) and 5), but 5) explained that her rule was the necessary politics

of expediency, using the term congquan 1Jf.ti. The characterization of the rule of

Empress Wu as necessary expedient that is seen in the edicts of the Zhongzong

and Ruizong reigns can be seen elsewhere. Necessary expediency, congquan, be

came the explanatory principle used by both Zhongzong and Ruizong for the

Wuhou regime.

Thus in 6) and 8) during the reign of Xuanzong, Empress Wu ceased to appear

in the list of previous Tang emperors. From the succeeding reign of Suzong on

ward, previous emperors were represented by the number of their reign. But

Empress Wu's reign was not included among those numbers. The existence of Ze

tian Wuhou was considered during the reigns of her true sons Zhongzong and

Ruizong, but when it came to the reign of her grandson Xuanzong, there was a

conscious effort to ignore her reign, which continued to the end of the Tang. In

short, regarding the treatment of Empress Wu in the wording of edicts, the reign

of Xuanzong can be understood as break with tradition.

Moreover, the emperor is represented in many edicts by use of a posthumous

name. Thus, when this problem is considered in the future, it will probably be
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necessary to pay further attention to posthumous names. At the same time, we

need to be aware of the fact that in the Tang edicts the founder of the dynasty,

Gaozu, was honored as Wu~, and Taizong was accorded the name Wen X.

ON THE EARLY-QING WENWU XIANGJIANYI ZHU

KISHIMOTO Mio

In contrast to the custom of esteeming civilian officials and disdaining military

officials that occurred in the late Ming, the status of military officials rose in the

early Qing, and accompanying this change were considerable changes in ritual eti

quette for meetings between civilian and military officials that was noted by people

of the time. However, the process of the revision of the regulations concerning

meetings between military and civilian officials of the Qing dynasty was no simple

matter. The foundations of the changes were only established after several

attempts at revision during the Shunzhi era.

The regulations that went by the name Wenwu xiangjianyi zhu x~*§~fli1

(Notes on the Ritual Etiquette for Meetings between Civilian and Military Officials)

was a combination of various elements, such as rules that stipulated where and

when a visitor was to get off a horse or palanquin, how the visitor was to be seen

off, the gate to be used, the clothing, the ritual greeting, seating arrangements,

the style of writing to be used in corresponding with officials, and the type of

document to submit in an interview with an official--all of which can be divided into

three types: 1) relations between social equals, 2) relations between unequal par

ties, and 3) relations between subordinates and their superiors. Between civilian

and military officials, these relationships were not firmly set in terms of the hierar

chy of ranks and offices and there was asymmetry in the supremacy of civilian offi

cials. For example, in regard to the Governor General ~!tff, the top regional civi

lian official, regional military officials within his jurisdiction performed the ritual eti

quette of a subordinate, but in contrast, civilian officials of the rank of Provincial

Administration Commissioner /fJJ~it and below seldom followed the rites of sub

ordinates toward the Provincial Military Commander 1! tff , who was the highest

ranking regional military official.

The ritual etiquette of a subordinate that military officials performed in regard

to civilian officials spread with the regularization of the dispatch of civilian officials

such as Governors General ~i~tff and Provincial Governors ~~ in the late Ming to
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